
別添５

1 雇用促進税制の拡充 拡

2 新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長 延

3 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設 創

4 社会医療法人に対する寄附に係る寄附金控除等の創設 創

5 試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除の維持 拡

6
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の
延長

延

7 少額特例により取得した少額資産の固定資産税免除 創

8
事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職
年金に関する税制優遇措置の継続

延

9
生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用
期限の延長

延

10 確定給付企業年金の損金算入対象となる掛金の範囲の拡大 創

11 公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長 延

12 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の拡充 拡

13 ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し 延

14 中小企業投資促進税制の適用期限の延長 延

15
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免
許税の特例措置の延長

延

事
後

16 社会保険診療報酬の所得計算の特例 －

区分：「拡」：拡充　　「延」：延長　　「創」：創設

事
前

平成２４年度税制改正要望一覧
　（政策評価書作成対象事項）

事
前
・
事
後

要望項目名
区
分

番
号
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

雇用促進税制の拡充 

（地方税１９）（法人住民税：義） 

2 要望の内容 厳しい経済環境下における雇用の確保のため、当期の法人税額の１０％（中

小企業は２０％）を限度として、雇用増加数１人あたり２０万円の税額控除する

こととなっているが、この税額控除の額を引き上げる。 

3 担当部局 厚生労働省職業安定局雇用政策課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成２３年度：創設 

6 適用又は延長期間 平成２４年度から平成２５年度までの２年間 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

依然として厳しい雇用情勢の中、「雇用」を基軸とする経済成長を推進する

観点から、雇用の受け皿となる「成長企業」を支援し、雇用の拡大を図ることが

重要である。このため、「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（平

成 22 年 9 月 10 日閣議決定）を踏まえ、平成２３年度税制改正により、雇用を

増加させる企業に対し、法人税の税額控除などを行う雇用促進税制が創設さ

れた。 

今般の東日本大震災や急激な円高の影響等による離職者や学卒未就職

者等の受け皿となり得る成長企業に対する支援を強化し、これらの離職者等

の雇用機会を確保する。あわせて、円高による産業の空洞化による国内雇用

の悪化を防ぐ。 

《政策目的の根拠》 

「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（平成 22 年 9 月 10 日閣議

決定） 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

（基本目標Ⅱ） 

意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕

事）に就ける社会を実現する 

（施策目標１） 

雇用の「量」を拡大し、就業率の向上を図る 

（施策目標１－２） 

地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出や失業の防止を図る 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

雇用促進税制を活用して、雇用拡大を図ろうとする事業主に対する支援を

強化し、質の高い雇用を確保する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

雇用促進税制の活用を通じて増加した雇用者（雇用保険一般被保険者）の数

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

一定の雇用者数の増加等が確認された場合に行う税額控除額を拡大する

ことにより、事業主の雇用拡大に対するインセンティブをより一層高めるものと

期待され、円高の影響による離職者や学卒未就職者等、東日本大震災の影

（別添） 
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響による失業者の雇用機会が増加することが見込まれる。なお、雇用保険一

般被保険者数は、約３万人増加する見込み。 

8 有効性

等 

① 適用数等 １６万人 

② 減収額 ６２３億 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》 

平成２３年８月１日から雇用促進計画の受付を開始したため、税制適用企

業はない。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》 

平成２３年８月１日から雇用促進計画の受付を開始したため、税制適用企

業はない。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》 

雇用拡大を図ろうとしている事業主のインセンティブが低下し、雇用機会が

失われる可能性がある。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

平成２３年８月１日から雇用促進計画の受付を開始したため、税制適用企

業はない。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本制度は、新たに雇用をした場合に事業主の負担となる費用の一部を控除

することによって、事業主の雇用に対するインセンティブを高められること、ま

た、全ての企業を対象とし、雇用者の増加数に応じて控除する仕組みであるこ

とから、政策手段として公平かつ的確な措置である。 

そのため、本制度の拡充を通じて、円高の影響による離職者や学卒未就職

者等、東日本大震災の影響による失業者の受け皿となり得る成長企業をさら

に支援し、これらの離職者等の雇用機会を確保する必要がある。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

現行の各種雇入れ助成金は、再就職が困難な高齢者や年長フリーターな

ど、雇い入れる労働者の属性等に応じて、その就職を支援するものであり、労

働者の職業の安定を図ることを目的とし、その対象・効果も限定されている。 

一方、今回の雇用促進税制は、経済対策として、雇用増に着目して企業の

税負担を軽減するものであり、「雇用」を基軸とする経済成長を推進することを

目的とし、広く企業を対象としたものである。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 本税制特別措置により、成長企業に対する支援を強化して離職者等の雇用

機会を確保し、また、円高による産業の空洞化による国内雇用の悪化を防ぐこ

とは、地域の雇用を確保し、地域経済の活性化につながるものである。 

10 有識者の見解 － 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

新築住宅に係る特例措置の延長 

（地方税３２）（固定資産税：外） 

2 要望の内容 新築住宅又は新築中高層耐火建築物である住宅で、一定の要件を満

たすものについては、当該住宅に対して課する固定資産税を新築住

宅は３年間、新築中高層耐火建築物である住宅は５年間、２分の１

に減額する措置の適用期限を平成２６年３月まで延長する。    

3 担当部局 労働基準局 

4 評価実施時期 平成２３年９月              

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 39 年度 創設 

昭和 56、60、平成 10、12 年度 拡充 

昭和 50、54、57、60、63、平成３、５、８、10、12、14、16、18、20、

22 年度 延長 

6 適用又は延長期間 平成２６年３月３１日までの２年間の適用期限の延長 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

 

勤労者の持家水準の引き上げを図る。 

 

《政策目的の根拠》 

勤労者財産形成促進法（昭和４６年６月１日法律第９２号）第１条 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

基本目標Ⅱ  意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きが
いのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する 

施策目標２  雇用の「質」を向上させ、安心して快適に働くことが
できる環境を整備する 

２－８    豊かで安定した勤労者生活の実現を図る 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

勤労者の持家取得の水準は確実に上がっているところであり、さら

に引き上げを図ってまいりたい。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

○勤労者の持家状況の推移（総務省「住宅土地・統計調査」） 

 平成１０年 勤労者世帯  ５６．９％ 

 平成１５年 勤労者世帯  ５８．８％ 

 平成２０年 勤労者世帯  ６０．８％ 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

勤労者の持家水準の引き上げを図るため、取得費用及び固定資産税

評価額が高額である新築住宅を取得する際の初期費用を軽減する

ことは効果的である。                

（別添） 
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8 有効性

等 

① 適用数等 891,561 件（現行制度を適用した件数の過去 5 年の適用実績の平均

による。将来も同様の適用があった場合として推計。） 

                                          

② 減収額 初年度 ３８，６８１百万円 

平年度 １４０，３６７百万円 （別紙「減収見込額」を参照のこと）          

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成１７年度～２１年度） 

本特例の新規適用実績（適用件数、軽減額） 

平成 17 年度  915,388（戸）  41,063（百万円） 

平成 18 年度  877,562（戸） 39,505（百万円） 

平成 19 年度  913,599（戸） 39,949（百万円）  

 平成 20 年度  906,788（戸） 39,774（百万円） 

 平成 21 年度  844,465 (戸)  38,681（百万円） 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》 

勤労者の持家取得の水準は確実に上がっているところであり、さらに引き上げ

を図って参りたい。 

勤労者の持家状況の推移 （総務省「住宅土地・統計調査」） 

 平成１０年 勤労者世帯  ５６．９％ 

 平成１５年 勤労者世帯  ５８．８％ 

 平成２０年 勤労者世帯  ６０．８％ 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》 

 

― 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

                                              

本措置により、勤労者の新築住宅の取得に伴う費用負担が軽減されることか

ら、勤労者の持家取得を促進しており、減税によって得られる効果を期待でき

る。 

 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

個別に補助金の申請手続を求めて交付するよりも減税措置を講じ

る仕組みの方が国民、行政双方にとって負担の軽減の観点から優れ

ている。                                            

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本特例は一定の質的要件を満たす住宅について、その取得費用等を

安定的に支援するものであり、同様の政策目的に係る他の支援措置

はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

 

― 



 

3 
 

当性 

10 有識者の見解  

― 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 

 



　　延長による減収額

（初年度ベース） 38,681 （百万円）

（平年度ベース） 140,367 （百万円）

１．初年度減収額試算

平成21年度に新規に対象となった軽減額は

地方税法附則第15条の６第１項・２項による軽減額 
新規軽減対象

第１項 22,788,635
第２項 15,891,985

（単位：千円）

したがって、初年度における
①新築住宅に対する固定資産税の減額（附則第15条の６第１項） 22,789 （百万円）
②中高層新築住宅に対する固定資産税の減額（附則第15条の６条第２項） 15,892 （百万円）

よって、①と②の合計額は 38,681 （百万円）

２．平年度減収額

「平成2１年度固定資産の価格等の概要調書」（総務省自治税務局固定資産税課）より、

減収見込額調書

項目 新築住宅に係る特例措置の延長

経年減点補正率表
木造 非木造 平均

１年目 0.80 0.956 0.878
２年目 0.75 0.928 0.839
３年目 0.70 0.900 0.800
４年目 0.67 0.877 0.774
５年目 0.64 0.853 0.747

①新築住宅に対する固定資産税の減額（附則第15条の６第１項）
ここでの経年減点補正率は「平均」のものを用いる。

経年１ 経年２ 経年３ 合計

22,789 21,776 20,764 65,329

　ここで、平年度減収額は、3年度分の合計減収額であると考えて、
65,329 （百万円）

②中高層新築住宅に対する固定資産税の減額（附則第15条の６第２項）
ここでの経年減点補正率は「非木造」のものを用いる。

経年１ 経年２ 経年３ 経年４ 経年５ 合計
15,892 15,427 14,961 14,579 14,180 75,038

　ここで、平年度減収額は、5年度分の合計減収額であると考えて、
75,038 （百万円）

よって、①と②の合計額は 140,367 （百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

新規対象

新規対象



適用件数見込み 891561 件

【適用実績】
地方税法附則第15条の６第１項
平成17年度 584,705 件
平成18年度 557,852 件
平成19年度 574,178 件
平成20年度 545,775 件
平成21年度 520,024 件

本年の適用件数を、平成17年度～21年度の平均と見込むと、その平均は

（584705＋557852＋574178＋545775＋520024）/5 ＝ 556507

地方税法附則第15条の６第２項
平成17年度 330,683 件
平成18年度 319,710 件
平成19年度 339,421 件
平成20年度 361,013 件
平成21年度 324,441 件

本年の適用件数を、平成17年度～21年度の平均と見込むと、その平均は、
（330683＋319710＋339421＋361013＋324441）/5 = 335054

地方税法附則第15条の６第１項及び２項の適用件数見込みは
556507＋335054 ＝ 891561

適用見込件数

項目 新築住宅に係る特例措置の延長

556507＋335054 ＝ 891561
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置 

（国税３）（相続税：外、贈与税：外） 

2 要望の内容 持分のある医療法人のうち、期限（最長３年間）を定めて持分のない

医療法人への移行を進める医療法人について、以下の特例措置を創設す

る。 

（１）移行期間中に出資者の死亡に伴い相続人に発生する出資持分に

係る相続税の納税を移行期間内は猶予するとともに、移行期間内に、

相続人を含めた出資者が出資持分を放棄し、一定の要件(相続税法第 66

条第４項の相続税等の負担の不当減少についての判定要件と同様の要

件とする｡以下同じ｡)を満たす持分のない医療法人に移行した場合は

猶予税額を免除する。 

ただし、移行期間内に一定の要件を満たす持分のない医療法人に移

行しなかったなどの場合は、相続人は、猶予税額及び利子税（年 3.6％）

を納付しなければならないこととする。 

 

（２）相続人等が出資持分の全部又は一部の放棄を行った場合に残存

出資者に発生するみなし贈与の課税の納税を移行期間内は猶予すると

ともに、移行期間内に、残存出資者が出資持分を放棄し、一定の要件

を満たす持分のない医療法人に移行した場合は猶予税額を免除する。

ただし、移行期間内に一定の要件を満たす持分のない医療法人に移

行しなかったなどの場合は、残存出資者は、猶予税額及び利子税(年

3.6％)を納付しなければならないこととする｡ 

 

 併せて、持分のない医療法人への移行を進める出資額限度法人(※)に

ついて、移行期間中に、出資者や相続人への持分払戻しが行われた場合、

残存出資者に係るみなし贈与の課税の問題について、下記の取扱いとす

る。 

（課税判定時期等について） 

残存出資者に対して、みなし贈与の課税を課すか否かの判定につい

ては、みなし贈与の時を基準として、移行期間内の事実関係をも勘案

して行うものとし、移行期間中に持分のない医療法人に移行した場合

は、残存出資者に対するみなし贈与の課税とはしない等の取扱いとす

る。 

 ※ 出資額限度法人とは、持分のある社団医療法人であって、その

定款において、社員の退社時における出資持分払戻請求権や解散

時における残余財産分配請求権の法人の財産に及ぶ範囲につい

て、払込出資額を限度とすることを明らかにするもの。 

 

（別添） 
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3 担当部局 厚生労働省医政局指導課 

4 評価実施時期 平成 23 年 9 月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

新規 

 

6 適用又は延長期間 ３年間（平成 24 年 4 月１日～平成 27 年 3 月 31 日） 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

持分のある医療法人が、出資者の死亡、相続人等による出資持分の一

部の払戻しと残りの出資持分の放棄等があっても、医業の継続に支障を

きたすことのないようにするとともに、円滑に持分のない医療法人に移

行できるようにすることにより、地域住民に対して医療を継続的・安定

的に提供する。 

 

《政策目的の根拠》 

 医療法人が医業を継続し地域住民に対して医療を安定的に提供できるよう、

平成 18 年に医療法を改正し、平成 19 年 4 月以降は持分のある医療法人の設

立を禁止し、持分のない医療法人が中心であることを法律体系の中に位置付

け。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

（基本目標Ⅳ）地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する 

（施策大目標１）医療サービスを安定的に提供する 

（施策中目標１）地域の医療連携体制を構築する 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

持分のある医療法人が、出資者の死亡、相続人等による出資持分の一

部の払戻しと残りの出資持分の放棄があっても、医業の継続に支障をき

たすことなく、地域住民への医療提供を続けるとともに、円滑に持分の

ない医療法人に移行できるようにすることにより、地域住民に対して医

療を安定的に提供する 

移行検討の定款変更を行い、相続が発生すると見込まれる年間およそ

10 法人について、持分なし医療法人へ移行し、医業を継続することを目

標とする。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

持分のある医療法人から持分のない医療法人への移行数 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

アンケート結果(※)によると、病院を経営する持分のある医療法人の

47.3％、診療所を経営する持分あり医療法人の 12.7％が、本要望措置を

活用し、持分のない医療法人への移行を具体的に検討する意向がある。 

持分のある医療法人から持分のない医療法人への移行には、すべての

出資者の出資持分の放棄が必要。本要望措置においては、出資者も含め、

法人全体で、持分のない医療法人への移行を検討する体制を確保するこ

とを要件としており、本要望措置を適用した医療法人では、持分のない

医療法人への移行が実現するものと考えられる。 
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※医療法人の現状と課題に関するアンケート調査(平成 23 年 4 月 日本医師

会・四病院団体実施)以下「アンケート結果」という場合は同じ。 

8 有効性

等 

① 適用数等 アンケート結果等から推計すると、本要望措置により、持分のある医

療法人のうち約 300 法人が持分のない医療法人への移行を検討し、当該

300 法人のうち、持分のない医療法人への移行期間中に出資者の死亡によ

る相続が発生すると推定される年間およそ 10法人が本要望措置の適用を

受ける見込み。 

② 減収額 平年度 174 百万円（算定根拠別紙） 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 24 年～平成 26 年） 

 

平成 22年度における持分のある医療法人から持分のない医療法人への

移行数は 49 法人にとどまっていることから、医業の継続性を確保するた

め、持分のある医療法人から持分のない医療法人への移行を進める必要

がある。 

持分のある医療法人から持分のない医療法人への移行には、すべての

出資者の出資持分の放棄が必要。本要望措置においては、出資者も含め、

法人全体で、持分のない医療法人への移行を検討する体制を確保するこ

とを要件としており、本要望措置を行った医療法人では、持分のない医

療法人への移行が実現するものと考えられる。 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 24

年～平成 26 年） 

 

アンケート結果等から推計すると、本要望措置により、持分のある医療法人

のうち年間 100 法人程度が持分のない医療法人へ移行し、地域住民に対して

医療を安定的に提供できる。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 24 年～平成 26 年） 

 

 持分のある医療法人において持分のない医療法人への移行を検討している

途中において、出資者の一人が死亡すると、相続人は相続税を契機として出

資持分の払戻し請求することが考えられ医業の継続に支障をきたすおそれが

ある。他方、相続人が相続税を納付した場合は、相続人は出資持分を放棄す

る可能性が大きく減少し、持分のない医療法人への移行が進まないことにな

る。 

 また、相続人等が出資持分の一部の払戻しと残りの出資持分の放棄等を行

った場合には残存出資者にみなし贈与の課税が発生するが、残存出資者が

みなし贈与の課税を契機として出資持分の払戻しを請求したときも、医業の継

続に支障をきたすおそれがある。他方、残存出資者がみなし贈与の課税を納

付した場合も、残存出資者が出資持分を放棄する可能性は大きく減少し、持

分のない医療法人への移行が進まないことになる。 

 



 

4 
 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 23 年～平成 25

年） 

 

アンケート結果等から推計すると、相続が発生し本要望措置の適用を受け

減収につながると推定される法人はおよそ 10 法人であるが、本要望措置によ

り、持分のある医療法人のうち年間 100 法人程度が持分のない医療法人へ移

行し、地域医療の継続が図られるものであり、多くの地域住民に効果が及ぶ。

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本要望措置は、地域医療の継続を図るものであり、多くの地域住民に効果

が及ぶ。また、本要望措置は、最終的に出資持分の放棄により、持分のない

医療法人への移行を図るものであり、税負担の軽減が個人の受益につながる

ものではなく妥当である。 

出資者の死亡による相続税の負担が医業継続を阻害する要因となっている

ため、納税猶予により医業継続を図ることが妥当である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

医療提供体制のより安定的な確保に資するため、医療施設の施設・設
備の整備、医療施設の運営等に対し助成等を行っているが、持分のある
医療法人から持分のない医療法人への移行を促進するための補助金はな
い（重複なし）。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解  

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 

 



医業継続に係る相続税の納税猶予等の特例措置の創設による減収見込み額試算 

 
［適用対象見込数］ 

○持分あり医療法人のうち持分なし医療法人への移行の意向のある法人数 

・医療法人数  持分あり医療法人数      42,586 
         うち一人医師医療法人数   35,846 
             上記以外             6,740 

※ 平成 23 年 3 月 31 日現在（厚生労働省医政局指導課調べ）  
・「医療法人の現状と課題に関するアンケート調査」（平成 23 年４月 日本医師会・四病院団体実

施）（以下「調査」という。）によると、病院を経営する持分あり医療法人（以下「病院経営医療

法人」という。）及び診療所を経営する持分あり医療法人（以下「診療所経営医療法人」という。）

のうち持分なし医療法人への移行の意向のある割合は、それぞれ 33.8%、5.1%。 
・病院経営医療法人と診療所経営医療法人数のデータがないため、便宜的に病院経営医療法人数

を持分あり医療法人（一人医師医療法人を除く）とし診療所経営医療法人を持分あり医療法人（一

人医師医療法人）として推計すると、持分なし医療法人への移行の意向のある法人数は、 
病院経営医療法人    6,740 法人×33.8%＝2,278 法人 
診療所経営医療法人  35,846 法人× 5.1%＝1,828 法人     計 4,106 法人 

  

○持分なし医療法人への移行検討の定款変更を行う法人数 

・本特例措置の適用を受けるためには、出資者の死亡の前に持分なし医療法人への移行を検討す

る定款変更を社員総会で議決しておく必要がある。 
・移行の意向のある持分あり医療法人のうち持分なし医療法人への移行課題がある法人について

は、直ちに、持分なし医療法人への移行の定款変更をすることは難しいと考える。 
・同調査によると、持分なし医療法人への移行の意向のある法人のうち、移行課題が特段ないと

した法人の割合は、病院経営医療法人で 7.2%、診療所経営医療法人で 5.6%であり、これら法人

が、持分なし医療法人への移行検討の定款変更を行う法人であると仮定する。 
病院経営医療法人    2,278 法人×7.2%＝164 法人 
診療所経営医療法人   1,828 法人×5.6%＝ 102 法人  計 266 法人 
 

○本特例の適用対象見込数 

・同調査によると、平均出資者数は病院経営医療法人で 5 人、診療所経営医療法人で 3 人である

ので、死亡率（9.5/1000：平成 22 年人口動態統計）から、本特例措置の適用対象見込み法人数は、 
病院経営医療法人   164 法人×5 人×9.5/1000≒8 法人 
診療所経営医療法人   102 法人×3 人×9.5/1000≒3 法人  計 11 法人 
※なお、同一年度に 2 人以上の出資者が死亡する法人はないものと仮定 

 

［減収見込額試算］ 

○出資者一人当たりの純資産額は、同調査によると 
 病院経営医療法人  172,400,000 円 
 診療所経営医療法人  39,812,799 円 
○減収見込額を「適用対象見込数(死亡見込出資者数)×出資者一人当たり純資産額×相続税平均税

率(11.6%)(※)とすると 
  ※「税務統計（相続税関係）（平成 20 年度）」(国税庁)から、納付税額(12,517 億円／課税価格

(107,482 億円)=11.6%) 
 病院経営医療法人  8 人×172,400,000 円×11.6%≒160 百万円 
 診療所経営医療法人 3 人× 39,812,799 円×11.6%≒ 14 百万円    合計 174 百万円 
 



［持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行見込数］ 

 
○持分あり医療法人のうち移行検討の定款変更行うと見込まれる法人数 

・減収見込み額試算により、 
持分あり医療法人（一人医師医療法人除く）・・・164 法人 

 持分あり医療法人（一人医師医療法人）・・・・・102 法人 計 266 法人･･･① 
                      
○出資額限度法人のうち移行検討の定款変更を行うと見込まれる法人数 

・加えて、出資額限度法人のみなし贈与の課税の判定時期等の特例により、持分あり医療法人の

うち持分なし医療法人への移行の意向のある法人のうち、現段階においては、移行検討の定款変

更を行い移行手続きを進めることはできない法人についても、出資額限度法人への移行は進むも

のと考えられる。 
 
・「持分のある医療法人アンケート集計結果」(平成 21 年 9 月 11 日日本医療法人協会)によると持

分あり医療法人のうち（可能であれば）出資額限度法人に移行したい法人の割合は 21 法人／85
法人＝24.7%であり、持分なし医療法人への移行の意向のある持分あり医療法人（移行検討の定

款変更を行うと見込まれる法人を除く）のうち出資額限度法人への移行率を 24.7%と仮定し、移

行数を算出すると、 
 病院経営医療法人  (2,278－164)×24.7％＝522 法人 
 診療所経営医療法人 (1,828－102) ×24.7%＝426 法人  計 948 法人 
 
・これら、出資額限度法人については、出資者の死亡により相続人が持分返還請求権を相続し、

出資持分の払戻しを受けた場合に、みなし贈与の課税の問題が発生すると、持分の払戻しを行う

までに、持分なし医療法人への移行検討の定款変更を行い、特例措置の適用を受けると考えられ

る。従って、出資額限度法人のうち移行検討の定款変更を行うと見込まれる法人は、 
 病院経営医療法人数   522 法人×平均出資者数 5 人 ×死亡率 9.1/1000≒24 法人 
 診療所経営医療法人数  426 法人×平均出資者数 3 人 ×死亡率 9.1/1000≒12 法人 
                               計    36 法人･･･② 
 
○移行検討の定款変更を行う見込み法人数（①＋②）   266 法人＋36 法人＝302 法人 
 
○持分あり医療法人から持分なし医療法人への年間移行数 

・移行検討の定款変更を行った法人は、３年以内に順次持分なし医療法人に移行するとし、毎年

1/3 ずつが移行する仮定いると  302 法人÷3＝101 法人 
 
 ※調査によると、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行期間は、 
 1 年以下 77 法人  1 年超 2 年以下 46 法人  2 年超 3 年以下 12 法人 3 年超 8 法人   
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

社会医療法人に対する寄附に係る寄附金控除の創設 

（国税５）（所得税：外、法人税：義、相続税：外） 

2 要望の内容 社会医療法人に対する寄附について、以下の措置を創設する。 

・社会医療法人に寄附をした場合の寄附金を所得から控除する。 

・社会医療法人に寄附をした法人について、当該寄附金を一般の損金算入限

度額とは別に損金算入する。 

・社会医療法人に相続財産を寄附した場合に相続税を非課税とする。 

3 担当部局 厚生労働省医政局指導課  

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

新規 

6 適用又は延長期間 恒久措置 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

救急医療等確保事業などを実施する公益性の高い法人である社会医療法

人に寄附税制措置を講じることにより、地域住民に必要な医療提供体制の確

保を図る。 

《政策目的の根拠》 

  社会医療法人は、平成 18 年医療法改正において、公立病院改革が進む

中で、民間の高い活力を活かしながら地域住民にとって不可欠な救急医療等

確保事業を担う公益性の高い医療法人として制度化された。 

（寄附税制関連法律） 

所得税（所得税法第７８条） 

法人税（法人税法第３７条） 

相続税（租税特別措置法第７０条） 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

（Ⅰ 基本目標） 

Ⅳ 地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する。 

（施策大目標） 

１ 医療サービスを安定的に提供する。 

（施策中目標） 

１ 地域の医療連携体制を構築する 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

当該措置の結果、社会医療法人に対する寄附金額が増加することにより、

社会医療法人の経営基盤が安定し、地域住民に必要不可欠な地域医療を継

続して提供し続けることを目標とする。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 社会医療法人における年間寄附金収入額。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

社会医療法人が地域医療を継続して提供し続けることにより、地域住民に

真に必要な医療提供体制が確保できる。 

（別添） 
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8 有効性

等 

① 適用数等  「医療法人の現状と課題に関するアンケート調査」による寄附受領実績（59

法人で年間４４，３７２千円（１法人あたり約７５万円））を上回る寄附金収入が

見込める。 

② 減収額 ▲３５百万円（算定根拠別紙） 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成２４年４月～平成２５年３月） 

本措置により社会医療法人への寄附が促進され、法人の経営の安定化に

資する。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成２

４年４月～平成２５年３月） 

 １法人あたり約７５万円の寄附金収入が見込める。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成２４年４月～平成２５年３月） 

 不採算医療を担う社会医療法人は経営基盤が不安定であり、地域で必要と

される医療の提供に支障をきたすおそれがある。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２４年４月～平成

２５年３月） 

 社会医療法人は法人の財産が個人に帰することがなく、適正な事業運営が

確保されている公益性の高い医療法人であり、その存続・発展を図ることは公

益の増進に資する。 

  控除等を伴う寄附（税収減）により、社会医療法人の経営基盤が安定化し、

地域医療の確保が図られるものであり、多くの地域住民に効果が及ぶ。 

 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

地域住民に必要不可欠な医療を担う法人である社会医療法人の財政基盤

の一部を地域住民が寄附という形で支えることは妥当であり、寄附金控除措

置を講じることが政策として適切である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

医療法人による医療施設の施設・設備の整備等に対し助成を行っている

が、社会医療法人の経営安定化のための補助金等はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解  － 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 

 



減収見込み算定資料 

 

【前提条件】 
○寄附金にかかる試算は、「医療法人の現状と課題に関するアンケート調査」（平

成 23 年 4 月四病院団体協議会）において、社会医療法人からの回答データ（59
法人、直近年度）より算出 

   法人からの寄附金  20,588,425 円（14 件）1 法人あたり 348,956 円 
   個人からの寄附金  23,784,000 円（461 件）  
 
○個人からの寄付財産額のうち、90.7％が相続財産以外で個人が得た所得を原

資とするものとみなす  21,572,088 円（418 件）1 件あたり  51,607 円 
○個人からの寄付財産額のうち、9.3％が相続財産で個人が得た所得を原資とす

るものとみなす      2,211,912 円（43 件）1 法人あたり 37,490 円 
（平成 23 年度予算における歳入総額に占める所得税（13.7％）と相続税（1.4％） 

の比率により算出） 
 
○寄附をする者の所得税率：33％（課税所得 900 万円超～1,800 万円以下と仮

定） 
○寄附をする者の相続税率：10％（相続財産額：1,000 万円以下と仮定） 
 
○社会医療法人数 
  平成 22 年 3 月末  ８５ 
  平成 23 年 3 月末 １２０ 
  平成 23 年 6 月末 １３８ 
  平成 24 年 3 月末 １５５（見込み※） 

※平成 22 年 3 月末→平成 23 年 3 月末と同数増加すると仮定 
 
 
【減収見込額】 
（１）社会医療法人に寄附をした法人における寄附金の全額損金算入 
  348,956 円×0.3（法人税率）×155＝16,226,454 円 

 
（２）社会医療法人に寄附をした者の所得からの寄附金の控除 
 （51,607 円―2,000 円）×0.33（所得税率）×418÷59×155＝17,976,820 円 
  
（３）社会医療法人に相続財産を寄附した場合の相続税の非課税 
  37,490 円×0.1（相続税率）×155＝581,095 円 
  
 
減収見込額合計   34,784,369 円        
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 

（国税２９）（所得税：外、法人税：義） 

2 要望の内容 増加型・高水準型の恒久化 

3 担当部局 厚生労働省医政局経済課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

・増加型：昭和４２年度創設 

・中小企業技術基盤強化税制：昭和６０年度創設 

・特別共同試験研究に係る税額控除制度：平成５年度創設 

・総額型：平成１５年度創設 

・高水準型：平成２０年度創設 

6 適用又は延長期間 ・総額型（中小企業技術基盤強化税制、特別共同試験研究に係る税額控除制

度含む）：期限なし 

・増加型：平成２３年度末まで 

・高水準型：平成２３年度末まで 

・経済対策部分：（総額型控除上限 20％→30%については平成２３年度末ま

で。繰越期間は最長平成２４年度末まで） 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

２０２０年度までに、官民合わせた研究開発投資を GDP 比４％以上にする。 

《政策目的の根拠》 

「２０２０年度までに、官民合わせた研究開発投資を GDP 比４％以上にする。」

（新成長戦略：平成２２年６月１８日閣議決定） 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

(基本目標Ⅰ) 
安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること 

(施策目標 9) 
新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図

ること 
(施策目標 9－1) 

新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図

ること 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率を、主要先進諸国の中で最高水準（第１位）

に維持する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率の国際比較 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

我が国全体の研究開発投資の７割以上を占める企業の研究開発投資を押し

上げることにより、国全体の研究開発投資の対ＧＤＰ比率を高めることに大きく

寄与することが可能。 

8 有効性

等 

① 適用数等 ・利用実績 （うち、税法上の中小企業分） 

<本租税特別措置全体> 

平成１９年度  ８，４７９事業年度（５，７４７事業年度） 
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平成２０年度  ７，９１２事業年度（４，６５７事業年度） 

平成２１年度  ７，１７２事業年度（４，４１１事業年度） 

 

<増加型・高水準型> 

平成２０年度    ９０７事業年度（  ４３０事業年度） 

平成２１年度  １，５４４事業年度（１，０１９事業年度） 

（出典：国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」。 

なお、平成１８年度以前の会社標本調査においては、事業年度に係るデータ

が表記されておらず、また増加型・高水準型の事業年度は平成２０年度から表

記されている。） 

 

・将来推計（うち、税法上の中小企業分）  【算出根拠：別紙①】 

<本租税特別措置全体> 

平成２２年度見込み  ８，７２７事業年度（５，２２４事業年度） 

平成２３年度見込み  ６，４８５事業年度（３，０９９事業年度） 

平成２４年度見込み  ６，６６０事業年度（３，１８０事業年度） 

 

<増加型・高水準型>  【算出根拠：別紙②】 

平成２２年度見込み  １，４４２事業年度（  ８７７事業年度） 

平成２３年度見込み    ８８７事業年度（  ４３９事業年度） 

平成２４年度見込み    ８５７事業年度（  ３９０事業年度） 

 

（出典：平成２３年度「経済産業省企業アンケート調査」より経済産業省が推

計） 

 

・利用業種 

 下記の通り、幅広い業種で利用されている。 

【平成２２年度増加型・高水準型 業種別内訳】 

業種 利用企業数 (うち中小企業) 

化学 44 3 

電気機械 19 3 

窯業 3 0 

輸送用機械 7 3 

精密機械 6 1 

機械 13 3 

その他 52 14 

  平成２３年度「経済産業省企業アンケート調査」より 

 

② 減収額 ・減収額実績 （うち、税法上の中小企業分） 

<本租税特別措置全体> 

平成１７年度 ５，６６３億円（３０７億円） 

平成１８年度 ５，８２０億円（３０５億円） 

平成１９年度 ６，２６９億円（１６７億円） 

平成２０年度 ２，８８１億円（２４６億円） 

平成２１年度 ２，５６５億円（１３１億円） 
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<増加型・高水準型> 

平成２０年度   １７８億円（１４億円） 

平成２１年度   １３３億円（６億円） 

 

（出典：国税庁会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」） 

 

・将来推計（うち、税法上の中小企業分） 

<本租税特別措置全体>  【算出根拠：別紙①】 

平成２２年度見込み ３，０５９億円（２４８億円） 

平成２３年度見込み ２，９１５億円（１１３億円） 

平成２４年度見込み ２，５９１億円（１１２億円） 

 

<増加型・高水準型>  【算出根拠：別紙②】 

平成２２年度見込み   ２２１億円（８億円） 

平成２３年度見込み   １５１億円（４億円） 

平成２４年度見込み   １２６億円（３億円） 

 

（出典：平成２３年度「経済産業省企業アンケート調査」より経済産業省が推

計） 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 15 年～平成 20 年） 

現在、我が国の官民合わせた研究開発投資のＧＤＰ比率は３．４２％。主要

先進諸国の中で最高水準の対 GDP 研究開発投資比率を維持しているが、

４％には届いていない。 

なお、当該目標は政府による研究開発投資と民間研究開発投資とを合わせ

て達成すべきものであるところ、本租税特別措置は、民間研究開発投資の促

進に資するものである点に留意。 

 

主要国の対ＧＤＰ研究開発投資比率（単位：％） 

  2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

日本 3.20 3.17 3.32 3.41 3.44 3.42

中国 1.13 1.23 1.34 1.42 1.44 1.54 

韓国 2.49 2.68 2.79 3.01 3.21 3.37 

アメリカ 2.61 2.54 2.57 2.61 2.66 2.77 

イギリス 1.75 1.68 1.73 1.75 1.79 1.77 

カナダ 2.04 2.08 2.05 1.97 1.90 1.84 

ロシア 1.28 1.15 1.07 1.07 1.12 1.04 

フランス 2.17 2.15 2.10 2.10 2.04 2.02 

ドイツ 2.52 2.49 2.49 2.53 2.53 2.64 

イタリア 1.11 1.10 1.09 1.13 1.18 1.19 

出典：ＯＥＣＤ「Main Science and Technology Indicators 2010/01」  

 

＜今後の達成予測＞ 

主要先進諸国との研究開発投資拡充競争が激化する中、本租税特別措置

の効果を通じて、民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率を世界最高水準に維持し

続けることができれば、政策目標の達成に大きく寄与することが可能と考えら

れる。 
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《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 15

年～平成 20 年） 

 

我が国は、主要先進諸国の中で最高水準の対 GDP 民間研究開発投資比

率を維持している。 

 

主要国の対ＧＤＰ民間研究開発投資比率（単位：％）  

  2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

日本 2.40 2.38 2.54 2.63 2.68 2.69 

中国 0.71 0.82 0.91 1.01 1.04 1.13 

韓国 1.89 2.06 2.15 2.33 2.45 2.54 

アメリカ 1.81 1.76 1.80 1.86 1.92 2.01 

イギリス 1.11 1.05 1.06 1.08 1.12 1.10 

カナダ 1.16 1.18 1.15 1.11 1.04 1.00 

ロシア 0.88 0.79 0.73 0.72 0.72 0.65 

フランス 1.36 1.36 1.30 1.32 1.29 1.27 

ドイツ 1.76 1.74 1.72 1.77 1.77 1.85 

イタリア 0.52 0.52 0.55 0.55 0.61 0.60 

出典：OECD「Main Science and Technology Indicators 2010/01」 
 
＜今後の達成予測＞ 

主要先進諸国等における研究開発税制拡充競争が激化する中、総額型に

続き、上乗せ措置の恒久化を図り、長期的に安定した研究開発投資が促進さ

れることで、最高水準の対 GDP 民間研究開発投資比率の維持に寄与すること

が可能と考えられる。 
 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対象

期間：平成２２年度～平成３１年度） 

平成２３年度の減収見込み額及び投資押上げ効果に基づき、今回の拡充

要望が実現しなかった場合のＧＤＰ押し下げ効果を試算する。 

なお、今回の要望は恒久措置を求めるものであるが、経済波及効果を分析

するに当たっては、モデルを用いて計算をする前提として、一定の期間を区切

る必要があり、分析対象期間は平成２４年度～平成３３年度までの１０年間と

した。 

 

<増加型・高水準型> 

平成２４年度の減収見込み額における、各租税特別措置の効果 

・減収額：１２６億円程度（うち中小企業分３億円） 

↓ （ﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙによる計算） 

・GDP 押下げ影響：約６５４億円（うち中小企業分：２０億円） 
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《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２４年度～平成３

３年度） 

経済波及効果の試算 （※２３年度の経済産業省実施アンケートに基づく） 

 

<本租税特別措置全体> 

 ・平成２４年度減収額 ２５９１億円（うち中小企業１１２億円） 

  ↓ 研究開発税制による研究開発投資押上げ効果 

       大企業：1.26 倍 

       中小企業：1.59 倍 

 ・研究開発投資押上げ額 

       大企業：３１２５億円（2480 億円×1.26 倍） 

       中小企業：１７７億円（112 億円×1.59 倍） 

  ↓ GDP 押上げ効果（ﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙによる計算） 

       大企業：１兆２７１９億円億円 

       中小企業：７２８億円 

・平成２４年度の本租税特別措置全体による減税が、平成２４年度～平成３３

年までの１０年間に及ぼすＧＤＰ押上げ効果：１兆３４４７億円 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

・ 我が国においては、 

 ①企業が実施する研究開発費は、国全体の研究開発費総額に占める割合

が高く（72.5%。 韓国に次いで２番目）、   

 ②企業が実施する研究開発費をほとんど企業自身の資金で賄い（98.5%）、 

 ③政府による企業への直接支援が少ない（0.9%、主要国中最低）。 

・ すなわち、我が国のイノベーションは、企業が牽引しており、かつ、企業が自

らの負担で推進していることから、企業の創意工夫ある自主的な研究開発

を促進することが、成長力・国際競争力強化の観点から極めて重要。 

・ 研究開発税制は、企業の法人税額負担を減少させることにより、創意工夫

あふれる自主的な研究開発投資を直接促すことが可能な措置であり、妥当

性があると言える。 

・予算上の措置（委託費等）は、それぞれ国の政策に基づき助成等の対象者

及び研究テーマ等を設定することで、より特定された分野又は研究開発段

階における成果の獲得を目指す制度であることからすれば、あくまで誘導的

な政策支援であり、民間活力による自主的な研究開発投資を幅広く促進す

ることにより、我が国の経済成長を実現するためには、本税制措置による支

援が適切と考えられる。 

・平成２３年度経済産業省アンケート結果によれば、「上乗せ措置が継続され

る保証がないが恒久措置となれば計画に考慮」と回答する企業が半数近く

（４２％）存在し、上乗せ措置の恒久化が研究開発投資促進の大きなインセ

ンティブとなることが期待できる。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

・ 予算上の措置（委託費等）は、それぞれ国の政策に基づき助成等の対象者

及び研究テーマ等を設定することで、より特定された分野又は研究開発段

階における成果の獲得を目指す制度であり、民間活力による研究開発投資

を幅広く促進する制度である税制措置とは支援目的と対象が異なる。 

・ また、諸外国においても、民間研究開発投資に対し、予算・税制両面から積

極的な支援が行われている。 
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③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

・法人税法第２３条第一項第四号において、法人住民税は試験研究費税額控

除前の法人税額を課税標準とすることとされている。その中で、中小企業者等

においては、地方税法附則抄第８条により、試験研究費税額控除後の法人税

額を課税標準とすることが定められている。 

 

10 有識者の見解  

－ 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２２年９月 

 

 

 

 



別紙①「本租税特別措置全体における適用数・適用金額の算定根拠」

試算方法

活用資料：経済産業省平成２３年度企業アンケート調査（以下、企業アンケート）
大企業：技術振興課（送付２，０６８社。回収８４４社（回収率４１％））
中小企業：中小企業庁（送付２，８３７社。回収６２６社（回収率２２％））

国税庁会社標本調査「税務統計から見た法人企業の実態」（以下、国税庁調査）

目的とする試算値：平成２４年度の本租税特別措置の適用数及び適用金額

試算方法：【本ページ「総額型における推計値」及び次ページ「増加型・高水準型における推計値」を合算し本租税特別措置全体の推計値
としている】

「総額型における推計値」
①平成２４年度試験研究費の回答がある企業（大企業１９８社、中小企業２７８社）において、企業アンケートと国税庁調査の適

用数及び適用金額を比較し、企業アンケートの平均カバー率（端数あり）を算出
【適用数】（平成２１年度国税庁調査：大企業２，２３６社、中小企業３，３９２社）

平成２０年度カバー率 平成２１年度カバー率 → 平均カバー率
大企業 ３．７％ ４．３％ ４．０％
中小企業 １．５％ １．６％ １．５％

【適用金額】（平成２１年度国税庁調査：大企業２，３０７億円、中小企業１２５億円）【適用金額】（平成 年度国税庁調査 大企業 ， 億円、中小企業 億円）
平成２０年度カバー率 平成２１年度カバー率 → 平均カバー率

大企業 ２７．７％ ２５．４％ ２６．５％ +=
中小企業 １．６％ １．９％ １．７％

②企業アンケートにおける平成２４年度の適用数及び適用金額を 算出した平均カバー率で除して推計②企業アンケートにおける平成２４年度の適用数及び適用金額を、算出した平均カバー率で除して推計
【適用数（推計）】

アンケート結果 平均カバー率 適用数（推計）
大企業 １２０社 ÷ ４．０％ ＝ ３，０１３社
中小企業 ４３社 ÷ １．５％ ＝ ２，７９０社 5,803社 857社

総額型
増加型・高水準型

（次ページ）

本租税特別
措置全体

6,660社

【適用金額（推計）】
大企業 ６２６億円 ÷ ２６．５％ ＝ ２，３５７億円
中小企業 １．８９億円 ÷ １．７％ ＝ １０８億円

1
2,465億円 126億円

+ =
2,591億円
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試算方法

別紙②「増加型・高水準型における適用数・適用金額の算定根拠」

活用資料：経済産業省平成２３年度企業アンケート調査（以下、企業アンケート）
大企業：技術振興課（送付２，０６８社。回収８４４社（回収率４１％））
中小企業：中小企業庁（送付２，８３７社。回収６２６社（回収率２２％））

国税庁会社標本調査「税務統計から見た法人企業の実態」（以下 国税庁調査）国税庁会社標本調査「税務統計から見た法人企業の実態」（以下、国税庁調査）

目的とする試算値：平成２４年度の上乗せ措置の適用数及び適用金額

試算方法：①平成２４年度試験研究費の回答がある企業（大企業１９８社 中小企業２７８社）において試算方法：①平成２４年度試験研究費の回答がある企業（大企業１９８社、中小企業２７８社）において、
企業アンケートと国税庁調査の適用数及び適用金額を比較し、企業アンケートの平均カバー率を算出

【適用数】（平成２１年度国税庁調査：大企業５２５社、中小企業１，０１９社）
平成２０年度カバー率 平成２１年度カバー率 → 平均カバー率

大企業 ６ １％ ４ ２％ ５ １％大企業 ６．１％ ４．２％ ５．１％
中小企業 ３．０％ １．１％ ２．１％

【適用金額】（平成２１年度国税庁調査：大企業１２７億円、中小企業６億円）
平成２０年度カバー率 平成２１年度カバー率 → 平均カバー率

大企業 ６２．３％ ３５．３％ ４８．８％
中小企業 １．９％ ０．９％ １．４％

②企業アンケートにおける平成２４年度の適用数及び適用金額を、算出した平均カバー率で除して推計
【適 数 推計 】【適用数（推計）】

アンケート結果 平均カバー率 適用数（推計）
大企業 ２４社 ÷ ５．１％ ＝ ４６７社
中小企業 ８社 ÷ ２．１％ ＝ ３９０社

８５７社

【適用金額（推計）】
大企業 ６０億円 ÷ ４８．８％ ＝ １２３億円
中小企業 ５百万円 ÷ １．４％ ＝ ３億円

１２６億円
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 

（国税３０）（所得税：外、法人税：義） 

（地方税２９）（法人住民税：義、事業税：外） 

2 要望の内容 適用期限を２年間延長する。 

 

【制度概要】 

中小企業者が取得価額３０万円未満の減価償却資産を取得した場合、当

該減価償却資産の年間の取得価額の合計額の３００万円を限度として、全額

損金算入（即時償却）できる制度。 

3 担当部局 厚生労働省医政局指導課  

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

（中小企業庁要望経緯） 

平成１５年度 制度創設 

平成１８年度 損金算入額の上限を年間３００万円としたうえで、２年間の延長

（平成２０年３月迄の適用期間の延長） 

平成２０年度 ２年間の延長（平成２２年３月迄の適用期間の延長） 

平成２２年度 ２年間の延長（平成２４年３月迄の適用期間の延長） 

6 適用又は延長期間 平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日（２年間） 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

衛生検査所等を経営する中小企業は、地域活性化の中心的役割を担い、

我が国経済の国際競争力を支える存在であるとの認識の下、未曾有の経済

危機及び震災等による直接的・間接的な影響の中で一層厳しい経営環境に

置かれている中小企業に対して事務負担の軽減を図るとともに、小規模企業

を中心に事務効率の向上等に資する設備投資を促進させることで、中小企業

の活力向上と我が国経済の活性化を図る。こうした施策により、衛生検査所の

経営安定化が図られ、医療サービスの安定的な提供に資するものと考える。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法では、「中小企業に関する施策を総合的に推進すること」等

が定められている。また、民主党政策集 INDEX2009 では、「中小企業は我が

国経済の基盤であり、地域経済の柱のであり、雇用の大半を支える存在で

す。このような観点から、税制により、中小企業の規模に応じて、その活性化

や競争力の向上を支援することは必要です。」との記述がある。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

（基本目標） 

Ⅳ 地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する。 

（施策大目標） 

１ 医療サービスを安定的に提供する。 

（施策中目標） 

１ 地域の医療連携体制を構築する 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

衛生検査所等を経営する中小企業の中でも特に規模の小さい企業におい

て本措置が多く活用されているという点を踏まえ、事務処理能力・事業効率の

向上が図られたと判断される指標として、個人事業主に関しては平成２４年に

（別添） 
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実施する「個人企業経済調査」（総務省）での従業員数２０名未満の個人事業

主におけるパソコンの利用割合５割への到達を目指す。法人に関しては平成２

４年に実施する「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識ア

ンケート調査」（中小企業庁）での従業員数２０名未満の企業におけるパソコン

の利用割合が、２０名以上の企業の水準である９割への到達を目指す。これら

の指標により、中小衛生検査所の経営安定化の達成度合いを測ることができ

る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

個人事業主：「個人企業経済調査」（総務省）での従業員２０名未満の事業者

におけるパソコン利用割合 

法人：「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート 

調査」（中小企業庁）での従業員数２０名未満の企業におけるパソコンの 

利用割合 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

衛生検査所等を経営する中小企業の中でも、特に規模の小さい企業におい

ては、経理担当の人員が少なく、適時適切な経営状況の把握もままならない

状況である。資金調達環境や新規顧客開拓に困難を有する中小企業におい

ては、少ない経理体制の中で効率的な事務を行う事が非常に重要であり、本

措置により償却資産管理や納税事務負担の軽減を図るとともに、パソコン導

入等事務の効率化に資する設備投資を促進する意義は非常に大きい。 

  本措置により事務処理能力・事業効率の向上が図られた場合、少ない人員

の経理体制の中でも適時正確な経営成績の把握が可能となり、事業見通しの

分析や財務諸表の信用力が向上することによって、新規顧客開拓や金融調達

環境の改善に寄与する。また、経理能力の向上は、正規の簿記の原則に従っ

て記録し、その帳簿書類に基づいた貸借対照表、損益計算書を確定申告に添

付させる「青色申告」の利用インセンティブにも繋がり、中小企業施策の一層

の普及・活用を促進することとなり、これらから、中小企業の活力向上と我が

国経済の活性化が図られる。 

   

8 有効性

等 

① 適用数等 各年度における適用企業数及び損金算入金額 

（過去５年分） 

平成１７年度  222,811 社  377,926 百万円 

平成１８年度  219,819 社  142,403 百万円 

平成１９年度  289,794 社  222,348 百万円 

平成２０年度  321,090 社  202,899 百万円 

平成２１年度  280,524 社  167,325 百万円 

（将来推計） 

平成２２年度  288,097 社  171,842 百万円 

平成２３年度  231,341 社  137,989 百万円 

平成２４年度  211,676 社  126,260 百万円 

（出典）「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

※算定根拠は別紙参照 

本税制措置は、小規模企業を始めとして多くの企業が利用している。 

本措置の平成２１年度の利用実績の詳細は下記のとおり。 

・法人（全中小法人数：1,428,557 社） 

 黒字中小法人数：387,139 社（1,428,557 社×27.1％） 

 本措置を利用した中小法人数：172,885 社（44.7％） 

  従業員数２０名以下  123,751 社（71.6％） 

  従業員数２１名以上   49,134 社（28.4％） 
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・個人事業主（全個人事業主数：2,221,952 社） 

 本措置を利用した個人事業主数：107,639 社（4.8％） 

（出典）平成２２年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

平成２１年度「会社標本調査」（国税庁） 

 

また、すべての業種がこの税制の適用対象となっており、利用状況（平成 22

年中小企業実態調査）を見ても、以下の通り特定の者に偏ってはいない。 

業種 建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸売業

割合（％） 15.0 18.6 3.4 2.9 8.7 

業種 小売業 不動産業 飲食・宿泊業 
サービ

ス業 
その他

割合（％） 15.4 8.3 6.2 14.0 7.4 

 

 

② 減収額 （過去５年間の減収額試算）（全省庁ベース） 

平成１７年度  ４８０億円 

平成１８年度  ４１０億円 

平成１９年度  ４６０億円 

平成２０年度  ５２０億円 

平成２１年度  ２９０億円 

平成２２年度  １６４億円  

（将来推計）（全省庁ベース） 

平成２３年度  ２６８億円 

平成２４年度  ２４５億円 

※算定根拠 

・ 平成 18 年度～23 年度は、財務省による試算。 

・ 平成 24 年度は、財務省による平成 23 年度の減収試算額に日銀短観の中

小企業におけるソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資額）の伸び率（平

成 23 年 6 月調査における平成 22 年度実績値と平成 23 年度計画値の平均値）

を掛けて算出。 

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成２２年４月～平成２６年３月） 

 

本措置が中小企業の事務負担軽減、事業効率向上に寄与している効果

は、下記アンケートデータから定性的に確認できる。 

○直近の事業年度において本措置を利用して取得した設備 

   パソコン：３７．５％（法人のみ） 

○本措置を利用したことによる効果 

   全額必要経費算入による経理事務負担減少：４８．０％ 

   パソコン導入による事務の効率化：２８．２％ 

   パソコン導入による経理事務の効率化：１８．３％ 

 
本特例を利用したことにより特例利用中小企業の事務負担軽減、事業

効率の向上等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労
働生産性を向上させる効果が定量的に確認できる。 
・回帰分析による定量分析（労働生産性と少額特例利用額の関係） 
  少額特例利用額が１％増加すると、従業員一人当たりの売上高（労

働生産性）が０．１７％増加する。 
・経済波及効果 
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   本特例により、中小企業全体の労働生産性を４．５％押し上げる効果が
ある。 

（出典）平成２２年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
    平成２３年度「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企
業庁）  

※算定根拠は別紙参照 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成２

２年４月～平成２６年３月） 
○中小企業におけるパソコン利用状況（括弧内は平成 22 年要望時） 
・個人事業主 
従業員数 20 名未満：27.6％（前回 28.5％：前回比▲0.9 ポイント） 
従業員数 20 名以上：71.4％（前回 85.7％：前回比▲14.3 ポイント） 
・法人 
従業員数 20 名未満：64.9％（前回 75.1％：前回比▲10.2 ポイント） 
従業員数 20 名以上：90.4％（前回 91.7％：前回比▲1.3 ポイント） 
（出典） 

個人事業主：平成２０、２２年「個人企業経済調査」（総務省） 
法人：平成２０、２２年「会計処理・財務情報開示に関する中小企業

経営者の意識アンケート調査」（中小企業庁）から算出 

 

個人事業主に関しては、平成２２年「個人企業経済調査」（総務省）における

雇用が２０名未満の事業者におけるパソコンの利用割合は、２７．６％となって

いる。 

平成１５年（措置創設時）の１９．６％と比較すれば一定の効果が見られるが、 

目標である５割には未達。 

法人に関しては、平成２２年「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経

営者の意識アンケート調査」（中小企業庁）における従業員２０名未満の企業

のパソコンの利用割合は６４．９％であり、目標である９割には未達。 

 

 平成２３年度および２４年度の指標については、以下の数値に向上させるこ

とを目指す。 

・ 個人事業主 

  従業員数 20 名未満の事業者におけるパソコンの利用割合 50％ 

・ 法人 

  従業員数 20 名未満の企業におけるパソコンの利用割合 90％ 

 

 平成 23 年度中小企業税制に関するアンケート調査によると、本措置を利用

した企業および個人事業主で、今後も本措置を利用して設備等の購入をした

いと回答した割合が８３．９％に上るなど、将来においても本措置を利用した設

備投資の促進による事務効率の向上と、中小企業の活力向上及び我が国経

済の活性化が見込まれることから、目標達成の為には本措置が引き続き必要

である。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成２２年４月～平成２６年３月） 

本措置が延長されない場合、法人 172,885 社、個人企業 107,639 社、合計

280,524 社に影響が及ぶ。投資額としては 167,325 百万円が縮小。 

尚、本措置は、中小法人のうち、83.9％が今後利用の意向あり、延長されない

場合、事務効率化を意図した少額設備投資の鈍化が予想される。 

（出典） 
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平成２２年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

平成２３年「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁） 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２２年４月～平成

２６年３月） 

本措置が中小企業の事務負担軽減、事業効率向上に寄与している効果

は、下記アンケートデータから定性的に確認できる。 

○直近の事業年度において本措置を利用して取得した設備 

   パソコン：３７．５％（法人のみ） 

○本措置を利用したことによる効果（法人のみ） 

   全額必要経費算入による経理事務負担減少：４８．０％ 

   パソコン導入による事務の効率化：２８．２％ 

   パソコン導入による経理事務の効率化：１８．３％ 

 
本特例を利用したことにより特例利用中小企業の事務負担軽減、事業

効率の向上等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労
働生産性を向上させる効果が定量的に確認できる。 
・回帰分析による定量分析（労働生産性と少額特例利用額の関係） 
  少額特例利用額が１％増加すると、従業員一人当たりの売上高（労

働生産性）が０．１７％増加する。 
・経済波及効果 
  本特例により、中小企業全体の労働生産性を４．５％押し上げる効

果がある。 
（出典）平成２２年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
    平成２３年度「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企
業庁）  

※算定根拠は別紙参照 

 

これらの効果の結果、達成目標である従業員 20 名未満の法人、個人事業

主のパソコン利用割合の低減抑制に寄与しているものと考えられる。 

 

 減収額と達成目標の実現状況との対比 

減収額と達成目標の実現状況との対比 

 

年度 減収額

（億円）

個人事業主 

（従業員数 20 名未満の 

事業者におけるパソコン 

の利用割合）（％） 

法人 

（従業員数 20 名未満の

企業におけるパソコン

の利用割合）（％） 

20 356 28.5 75.1 

22 244 27.6 64.9 

24 179 50.0 90.0 

 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置は中小企業の事務負担の軽減、事務の効率化により、中小企業の

活力向上を志向した措置。補助金やその他の規制など、一時的な制度では、

事務効率向上を図るパソコン等設備の導入には寄与することが考えられる

が、圧縮記帳の導入や、償却資産の管理など、事務負担については増加が見

込まれ、抜本的な中小企業の活力向上に寄与しない。よって、本措置は租税



 

6 
 

特別措置によるべき制度である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

中小企業における事務負担の軽減等による経営基盤の強化を図るための

本特例と、設備投資の促進により生産性の向上等を図るための中小企業投

資促進税制・中小企業基盤強化税制とでは、そもそも、政策目的が異なる。 

 このため、対象設備について、本措置では、取得価額 30 万円未満の少額減

価償却資産としているとともに、中古設備も対象となっているのに対し、中小企

業投資促進税制・中小企業基盤強化税制では、最低取得価額が高額（例え

ば、機械装置であれば 160 万円）のものとしており、両者は切り分けがなされて

いる。 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本措置によって、相対的に経理面の人員が少数である中小企業の実情を

踏まえると、少額減価償却資産の即時償却を認めることにより、償却資産の管

理や納税等に係る事務負担の軽減、パソコン等の少額資産の取得促進による

事務処理能力・事業効率の向上等、中小企業の実態に即した効果が得られる

ほか、地方公共団体における償却資産に対する徴税事務の効率化に資する。

 

10 有識者の見解 － 

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２３年９月 

 

 



 

1 
 

【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

「中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により取

得した少額資産の固定資産税免除  （地方税２８）（固定資産税：外） 

2 要望の内容 ・新規要望 

「中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用して

取得した３０万円未満の少額償却資産について、固定資産税の課税客体から

除外する。 

 

 

3 担当部局 厚生労働省医政局指導課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

【少額特例：中小企業庁要望経緯】 

平成１５年度 創設 

平成１８年度 損金算入額の上限を年間３００万円とした上で、２年間の延長 

         （平成２０年３月迄の適用期間の延長） 

平成２０年度 ２年間の延長（平成２２年３月迄の適用期間の延長） 

平成２２年度 ２年間の延長（平成２４年３月迄の適用期間の延長） 

6 適用又は延長期間 平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日（２年間） 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

衛生検査所等を経営する中小企業は、地域活性化の中心的役割を担い、

我が国経済の国際競争力を支える存在であるとの認識の下、未曾有の経済

危機及び震災等による直接的・間接的な影響の中で一層厳しい経営環境に

置かれている中小企業に対して事務負担の軽減を図るとともに、小規模企業

を中心に事務効率の向上等に資する設備投資を促進させることで、中小企業

の活力向上と我が国経済の活性化を図る。こうした施策により、衛生検査所の

経営安定化が図られ、医療サービスの安定的な提供に資するものと考える。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法では、「中小企業に関する施策を総合的に推進すること」等

が定められている。また、民主党政策集 INDEX2009 では、「中小企業は我が

国経済の基盤であり、地域経済の柱であり、雇用の大半を支える存在です。こ

のような観点から、税制により、中小企業の規模に応じて、その活性化や競争

力の向上を支援することは必要です。」との記述がある。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

（基本目標） 

Ⅳ 地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する。 

（施策大目標） 

１ 医療サービスを安定的に提供する。 

（施策中目標） 

１ 地域の医療連携体制を構築する。 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

固定資産税にかかる本措置は、少額特例と不可分の関係にあり、達成
目標は、少額特例の目標と同様である。少額特例の目標は、中小企業の
償却資産の管理や納税等に係る事務負担の軽減、パソコン等の少額資産
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の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図ることである 
【目標】 
 中小企業の中でも特に規模の小さい企業で少額特例が多く活用されて
おり、事務処理能力・事業効率の向上が図られたと判断される指標として、
個人事業主に関しては、平成 2４年に実施する「個人企業経済調査」（総務
省）での従業員 20 名未満の個人事業主におけるパソコン利用割合 5 割へ
の到達を目指す。 
 法人に関しては、平成 24 年に実施する「会計処理・財務情報開示に関す
る中小企業経営者の意識アンケート調査」（中小企業庁）での従業員数 20
名未満の企業におけるパソコン利用割合が20名以上の企業の水準である
9 割への到達を目指す。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

個人事業主：「個人企業経済調査」（総務省）での従業員２０名未満の事業者 

におけるパソコン利用割合 

法人：「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート 

調査」（中小企業庁）での従業員数２０名未満の企業におけるパソコンの

利用割合 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

衛生検査所等を経営する中小企業の中でも特に規模の小さい企業におい

ては、経理担当の人員が少なく、適時適切な経営状況の把握もままならない

状況である。資金調達環境や新規顧客開拓に困難を有する中小企業におい

ては、少ない経理体制の中で効率的な事務を行う事が非常に重要であり、本

措置により償却資産管理や納税事務負担の軽減を図るとともに、パソコン導

入等事務の効率化に資する設備投資を促進する意義は非常に大きい。 

 本措置により事務処理能力・事業効率の向上が図られた場合、少ない人員

の経理体制の中でも適時正確な経営成績の把握が可能となり、事業見通しの

分析や財務諸表の信用力が向上することによって、新規顧客開拓や金融調達

環境の改善に寄与する。また、経理能力の向上は、正規の簿記の原則に従っ

て記録し、その帳簿書類に基づいた貸借対照表、損益計算書を確定申告に添

付させる「青色申告」の利用インセンティブにも繋がり、中小企業施策の一層

の普及・活用を促進することとなり、これらから、中小企業の活力向上と我が

国経済の活性化が図られる。 

   

8 有効性

等 

① 適用数等 各年度における少額特例の適用企業数及び損金算入金額 

（過去５年分） 

平成１７年度  222,811 社  377,926 百万円 

平成１８年度  219,819 社  142,403 百万円 

平成１９年度  289,794 社  222,348 百万円 

平成２０年度  321,090 社  202,899 百万円 

平成２１年度  280,524 社  167,325 百万円 

（将来推計） 

平成２２年度  288,097 社  171,842 百万円 

平成２３年度  231,341 社  137,989 百万円 

平成２４年度  211,676 社  126,260 百万円 

（出典）「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

※算定根拠は別紙参照 

少額特例は、小規模企業を始めとして多くの企業が利用している。 

少額特例の平成２１年度の利用実績の詳細は下記のとおり。 

・法人（全中小法人数：1,428,557 社） 
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 黒字中小法人数：387,139 社（1,428,557 社×27.1％） 

少額特例を利用した中小法人数：172,885 社（44.7％） 

  従業員数２０名以下  123,751 社（71.6％） 

  従業員数２１名以上   49,134 社（28.4％） 

・個人事業主（全個人事業主数：2,221,952 社） 

 少額特例を利用した個人事業主数：107,639 社（4.8％） 

（出典）平成２２年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

      平成２１年度「会社標本調査」（国税庁） 

 

また、すべての業種が少額特例の適用対象となっており、利用状況（平成

22 年中小企業実態調査）を見ても、以下の通り特定の者に偏ってはいない。 

業種 建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸売業

割合（％） 15.0 18.6 3.4 2.9 8.7 

業種 小売業 不動産業 飲食・宿泊業 
サービ

ス業 
その他

割合（％） 15.4 8.3 6.2 14.0 7.4 

 

 

② 減収額 （将来推計） 

平成２３年度 ▲５４億円 

平成２４年度 ▲４９億円 

（出典：経済産業省試算） 

※算定根拠 

・ 平成 23 年度は別紙参照。 

・ 平成 24 年度は、平成 23 年度の減収試算額に日銀短観の中小企業におけ

るソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資額）の伸び率（平成 23 年 6

月調査における平成 22 年度実績値と平成 23 年度計画値の平均値）を掛け

て算出。 

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成２４年４月～平成２６年３月） 

少額特例が中小企業の事務負担軽減、事業効率向上に寄与している効果

は、下記アンケートデータから定性的に確認できる。 

○ 直近の事業年度において少額特例を利用して取得した設備 

   パソコン：３７．５％（法人のみ） 

○少額特例を利用したことによる効果（法人のみ） 

   全額必要経費算入による経理事務負担減少：４８．０％ 

   パソコン導入による事務の効率化：２８．２％ 

   パソコン導入による経理事務の効率化：１８．３％ 

 
本措置を利用したことにより特例利用中小企業の事務負担軽減、事業

効率の向上等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労
働生産性を向上させる効果が定量的に確認できる。 
・回帰分析による定量分析（労働生産性と少額特例利用額の関係） 
  少額特例利用額が１％増加すると、従業員一人当たりの売上高（労

働生産性）が０．１７％増加する。 
・経済波及効果 
  本措置により、中小企業全体の労働生産性を４．５％押し上げる効

果がある。 

（出典）平成２２年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
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   平成２３年度「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業
庁）   

※算定根拠は別紙参照 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成２

４年４月～平成２６年３月） 
○中小企業におけるパソコン利用状況（括弧内は平成 22 年要望時） 
・個人事業主 
従業員数 20 名未満：27.6％（前回 28.5％：前回比▲0.9 ポイント） 
従業員数 20 名以上：71.4％（前回 85.7％：前回比▲14.3 ポイント） 
・法人 
従業員数 20 名未満：64.9％（前回 75.1％：前回比▲10.2 ポイント） 
従業員数 20 名以上：90.4％（前回 91.7％：前回比▲1.3 ポイント） 
（出典） 

個人事業主：平成２０年、２２年「個人企業経済調査」（総務省） 
法人：平成２０年、２２年「会計処理・財務情報開示に関する中小企

業経営者の意識アンケート調査」（中小企業庁）から算出 

 

個人事業主に関しては、平成２２年「個人企業経済調査」（総務省）における

雇用が２０名未満の事業者におけるパソコンの利用割合は、２７．６％となって

いる。 

平成１５年（措置創設時）の１９．６％と比較すれば一定の効果が見られるが、 

目標である５割には未達。 

法人に関しては、平成２２年「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経

営者の意識アンケート調査」（中小企業庁）における従業員２０名未満の企業

のパソコンの利用割合は６４．９％であり、目標である９割には未達。 

 

 平成２３年度および２４年度の指標については、以下の数値に向上させるこ

とを目指す。 

・ 個人事業主 

  従業員数 20 名未満の事業者におけるパソコンの利用割合 50％ 

・ 法人 

  従業員数 20 名未満の企業におけるパソコンの利用割合 90％ 

 

 平成２３年度中小企業税制に関するアンケート調査によると、少額特例を利

用した企業および個人事業主で、今後も少額特例を利用して設備等の購入を

したいと回答した割合が８３．９％に上るなど、将来においても少額特例を利用

した設備投資の促進による事務効率の向上と、中小企業の活力向上及び我

が国経済の活性化が見込まれることから、目標達成の為には少額特例が引き

続き必要である。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成２４年４月～平成２６年３月） 

少額特例が延長されない場合、法人 172,885 社、個人企業 107,639 社、合計

280,524 社に影響が及ぶ。投資額としては 167,325 百万円が縮小。 

尚、本措置は、中小法人のうち、83.9％が今後利用の意向あり、延長されない

場合、事務効率化を意図した少額設備投資の鈍化が予想される。 

（出典） 

平成２２年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
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平成２３年「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁） 

 

固定資産税にかかる本措置については、現在国税と固定資産税において

少額償却資産の上限額がことなることにより、償却資産管理、記帳、帳簿保存

等の事務負担が発生している状況。リーマンショック以降の不景気及び震災に

よる直接的・間接的な影響により、中小企業の事務効率向上意欲が相対的に

高まっている状況であり、本措置が認められない場合には、さらに中小企業の

活性化の足枷となることが予想される。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２４年４月～平成

２６年３月） 

少額特例が中小企業の事務負担軽減、事業効率向上に寄与している効果

は、下記アンケートデータから定性的に確認できる。 

○ 直近の事業年度において少額特例を利用して取得した設備 

   パソコン：３７．５％（法人のみ） 

○少額特例を利用したことによる効果（法人のみ） 

   全額必要経費算入による経理事務負担減少：４８．０％ 

   パソコン導入による事務の効率化：２８．２％ 

   パソコン導入による経理事務の効率化：１８．３％ 

 
少額特例を利用したことにより特例利用中小企業の事務負担軽減、事

業効率の向上等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の
労働生産性を向上させる効果が定量的に確認できる。 
・回帰分析による定量分析（労働生産性と少額特例利用額の関係） 
  少額特例利用額が１％増加すると、従業員一人当たりの売上高（労

働生産性）が０．１７％増加する。 
・経済波及効果 
  少額特例により、中小企業全体の労働生産性を４．５％押し上げる

効果がある。 
（出典）平成２２年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
    平成２３年度「中小企業税制に関するアンケート調査」（中 

小企業庁）   

※算定根拠は別紙参照 
 

 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

固定資産税にかかる本措置は、相対的に経理面の人員が少数であり、

事務の効率化を志向する中小企業の実情を踏まえると、少額特例で取得

した資産を固定資産税の課税客体から除外することにより、より一層の償

却資産の管理や納税等に係る事務負担の軽減を図ることが可能であり、

中小企業の実態に即した効果が得られることから、施策として妥当である。

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援措置との関係は無い。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

現在、本措置により、国税における少額減価償却資産の上限額は３０万円

であるが、固定資産税における少額償却資産の取扱は上限額２０万円となっ

ており、上限額に差異が生じている状況。地域活性化を担う中小企業者の事

務負担を軽減し、設備投資の維持・推進を考えた場合、固定資産税における

本措置について協力することに相当性が認められる。 

10 有識者の見解  
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11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２３年９月 

 



 

○平成２３年度減収見込額試算（固定資産税） 

――基本式―― 

少額特例損金算入企業数（注１）×納税義務者割合（注２）×少額特例平均損金算入額（注

３）×残存簿価割合（注４）×税率（注５） 

（注１）「中小企業実態基本調査」（中小企業庁）の各年度実績値 

（注２）「固定資産の価格等の概要調査」（総務省）における免税点以上の納税義務者割合 

（注３）「中小企業実態基本調査」（中小企業庁）の各年実績値より算出 

（注４）定率法償却率０．５の各年における残存簿価割合。 

（注５）１．４％ 

――仮定―― 

・耐用年数５年（定率法償却率０．５）。 

・平成 18 年度以前取得の少額償却資産は残存簿価５％部分が課税標準となる（残存簿価割

合５％）。 

・平成 22 年度から平成 24 年度の少額特例損金算入企業数および少額特例平均損金算入額

及び平成 24 年度減収額は、平成 21 年度の実績値に日銀短観の中小企業におけるソフト

ウェアを含む設備投資額（除く土地投資額）の伸び率を掛けて算出。 

 

（１）平成１５年度 

＜法人＞ 

 144,509 社×40．8％×2,594 千円×5／100×1．4％＝107 百万円 

＜個人＞ 

 55,966 社×18．3％×2,547 千円×5／100×1．4％＝18 百万円 

＜合計＞ 

 107 百万円＋18 百万円＝125 百万円 

 

（２）平成１６年度 

＜法人＞ 

 171,664 社×40．8％×2,565 千円×5／100×1．4％＝125 百万円 

＜個人＞ 

 92,731 社×18．3％×2,599 千円×5／100×1．4％＝30 百万円 

＜合計＞ 

 125 百万円＋30 百万円＝155 百万円 

 

（３）平成１７年度 

＜法人＞ 



 

 174,743 社×40．8％×2,543 千円×5／100×1．4％＝126 百万円 

＜個人＞ 

 48,068 社×18．3％×2,420 千円×5／100×1．4％＝14 百万円 

＜合計＞ 

 126 百万円＋14 百万円＝140 百万円 

 

（４）平成１８年度 

＜法人＞ 

 164,978 社×41．1％×2,339 千円×5／100×1．4％＝111 百万円 

＜個人＞ 

 54,841 社×19．1％×2,533 千円×5／100×1．4％＝18 百万円 

＜合計＞ 

 111 百万円＋18 百万円＝129 百万円 

 

（５）平成１９年度 

＜法人＞ 

 202,683 社×41．0％×2,472 千円×0．0625×1．4％＝179 百万円 

＜個人＞ 

 87,111 社×19．4％×2,747 千円×0．0625×1．4％＝40 百万円 

＜合計＞ 

 179 百万円＋40 百万円＝219 百万円 

 

（６）平成２０年度 

＜法人＞ 

 193,704 社×40．5％×2,416 千円×0．125×1．4％＝331 百万円 

＜個人＞ 

 127,386 社×19．4％×2,367 千円×0．125×1．4％＝102 百万円 

＜合計＞ 

 331 百万円＋102 百万円＝433 百万円 

 

（７）平成２１年度 

＜法人＞ 

 172,885 社×40．2％×2,374 千円×0．25×1．4％＝577 百万円 

＜個人＞ 

 107,639 社×19．6％×2,231 千円×0．25×1．4％＝164 百万円 

＜合計＞ 



 

 577 百万円＋164 百万円＝741 百万円 

 

（８）平成２２年度 

＜法人＞ 

 172,885 社×1．027×39．0％×2,374 千円×1．027×0．5×1．4％＝1,181 百万円 

＜個人＞ 

 107,639 社×1．027×19．6％×2,231 千円×1．027×0．5×1．4％＝347 百万円 

＜合計＞ 

 1,181 百万円＋347 百万円＝1,528 百万円 

 

（９）平成２３年度 

＜法人＞ 

 172,885 社×1．027×0．803×39．0％×2,374 千円×1．027×0．803×1．4％＝1,524

百万円 

＜個人＞ 

 107,639 社×1．027×0．803×19．6％×2,231 千円×1．027×0．803×1．4％＝448

百万円 

＜合計＞ 

 1,524 百万円＋448 百万円＝1,972 百万円 

 

（１０）合計 

＜法人＞ 

107 百万円＋125 百万円＋126 百万円＋111 百万円＋179 百万円＋331 百万円＋577 百万円

＋1,181 百万円＋1,524 百万円＝4,261 百万円 

＜個人＞ 

18 百万円＋30 百万円＋14 百万円＋18 百万円＋40 百万円＋102 百万円＋164 百万円＋347

百万円＋448 百万円＝1,181 百万円 

＜合計＞ 

4,261 百万円＋1,181 百万円＝5,442 百万円 

 

○平成 24 年度減収見込額（固定資産税） 

5,442 百万円×0．915＝4,979 百万円 

 

 

 

 



 

 

 



 

○少額特例利用企業数 

平成２１年度（実績）法人：172,885 社（注１） 

          個人：107,639 社（注１）    

合計：280,524 社 

 

平成２２年度（推計値） 法人：172,885 社×1.027（注２）＝177,552 社 

            個人：107,885 社×1.027（注２）＝110,545 社   

合計：288,097 社 

 

平成２３年度（推計値） 法人：177,552 社×0.803（注３）＝142,574 社 

            個人：110,545 社×0.803（注３）＝88,767 社   

合計：231,341 社 

 

平成２４年度（推計値） 法人：142,574 社×0.915（注４）＝130,455 社 

            個人：88,767 社×0.915（注４）＝81,221 社    

合計：211,676 社 

 

平成２５年度（推計値）平成２４年度と同様。 

 

 

○少額特例損金算入金額 

平成２１年度（実績）法人：114,248 百万円（注１） 

          個人：53,077 百万円（注１）   

合計：167,325 百万円 

 

平成２２年度（推計値） 法人：114,248×1.027（注２）＝117,332 百万円 

            個人：53,077×1.027（注２）＝54,510 百万円   

合計：171,842 百万円 

 

平成２３年度（推計値） 法人：117,332×0.803（注３）＝94,218 百万円 

            個人：54,510×0.803（注３）＝43,771 百万円   

合計：137,989 百万円 

 

平成２４年度（推計値） 法人：94,218×0.915（注４）＝86,209 百万円 

            個人：43,771×0.915（注４）＝40,051 百万円   

合計：126,260 百万円 

 

平成２５年度（推計値）平成２４年度と同様。 

 

 

 

 



 

（注１）少額減価償却資産の損金算入特例の利用企業数及び損金算入額 

    Ｈ２２年中小企業実態基本調査（中小企業庁）における平成２１年度実績額 

 

（注２）設備投資伸び率（平成２２年度分） 

    日銀短観でのソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資額）における平成２

３年６月調査時点での設備投資伸び率（実績値）：＋２．７％ 

 

（注３）設備投資伸び率（平成２３年度） 

日銀短観でのソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資額）における平成２

３年６月調査時点での設備投資伸び率（計画値）：▲１９.７％ 

 

（注４）設備投資伸び率（平成２４年度） 

    （注２）及び（注３）の単純平均値で推移するものと仮定。 

    （２．７％▲１９．７％）÷２＝▲８．５％ 

平成２５年度以降の設備投資額は平成２４年度の設備投資額と同水準（▲８．

５％）で推移するものと仮定。 

 



 

＜少額特例＞税収減を是認するような効果 

 

１．回帰分析結果 

○ 労働生産性と少額特例利用額の関係（法人のみ）  

少額特例利用額が 1％増加すると、従業員一人当たりの売上高が 0.17％増加する。  

 （重回帰分析結果）  

LN(一人当売上高／従業員数））＝6.41*＋0.09LN（設備投資額/従業員数）*＋0.17LN（少

額特例利用額／従業員数）*＋0.41 ダミーパソコン利用** ＋0.48 ダミー建設業*＋0.31 ダミ

ー製造業*－0.18ダミー情報通信業＋0.31ダミー運輸業＋1.19ダミー卸売業・小売業*＋1.52

ダミー不動産業*－0.33 ダミー飲食・宿泊業 ＋0.47 ダミー教育・学習支援業＋0.34 ダミー

その他サービス業**  

 （出所）平成 23 年度「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）より分析  

  （備考）*：5％有意水準、**：10％有意水準 、補正Ｒ2＝0.30 

 

２．経済波及効果 

本特例により、中小企業全体の労働生産性（一人当付加価値額）を 4.5％押し上げる効果が

ある。  

→ 少額特例利用による労働生産性向上 17％×少額特例利用企業の中小企業全体に占める

売上高の割合 26.5％ （従業員数は変化しないものとして算定）  

（出所）平成 23 年度「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）、平成 22 年

度「中小企業実態基本調査」（中小企業庁）より分析  
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退

職年金に関する税制優遇措置の継続 

（国税 26）（所得税：外 法人税：義） 

（地方税 27）（個人住民税：外 法人住民税：義） 

2 要望の内容 適格退職年金は、受給権保護の仕組みがより優れている確定給付企業

年金法の施行（平成 14 年 4 月 1 日）に伴い、10 年間という猶予期間を設

けた上で廃止することとされた。 

現在、他の企業年金等（厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業

年金及び中小企業退職金共済）への移行を促進しているところであるが、

事業主が存在しない等のために企業年金等に移行できない適格退職年金

が存在している。 

このため、事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行で
きない適格退職年金に限っては、廃止期限後も、税の優遇措置（運用時：
非課税、給付時：公的年金等控除、退職所得控除等）を継続する。 

 

3 担当部局 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

― 

 

6 適用又は延長期間 対象となる「事業主が存在しない等のために企業年金等に移行できな

い適格退職年金」の受給者が存在しなくなるまでの期間。 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

適格退職年金から企業年金等への円滑な移行を促進することで、適格

退職年金の加入者等の権利を保護しつつ、企業年金等の健全な育成を図

ることにより、老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障を充実させ、高

齢者が安心して暮らせる社会づくりを推進する。 

 また、適格退職年金は、企業年金等へ移行可能であることを前提に廃 

止が決められており、事業主が存在しない等の理由によって企業年金等

に移行できないものについては、受給権保護の観点から、給付時の税優

遇を継続することで、安定した老後の所得確保が図られる。 

 

《政策目的の根拠》 

確定拠出企業年金法 

附 則 

（適格退職年金契約の円滑な移行） 

第五条 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間に、附則第二十四 

条の規定による改正後の法人税法附則第二十条第三項に規定する 

適格退職年金契約の確定給付企業年金その他の制度への円滑な移 

行を図るため、確定給付企業年金制度の周知その他円滑な移行の 

ために必要な措置を講ずるものとする。  

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

基本目標Ⅳ 地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する 

施策大目標６「消えた年金」問題の対応に注力し、年金制度に対する信

頼を回復するとともに、年金制度改革の道筋をつける等に

より、高齢者の所得保障の充実を図る 

（別添） 
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け 施策中目標３ 企業年金等の健全な育成を図ること 

施策中目標４ 企業年金等の適正な運営を図ること 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

事業主が存在しない等のために企業年金等に移行できないものについ

ては、受給権保護の観点から、給付時等の税優遇措置を継続することで、

安定した老後の所得確保を図る。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

・事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職

年金の受給者に係る不利益の回避（適用者数） 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行ができない適

格退職年金については、何も措置を講じなければ、廃止期限後には税優

遇措置がなくなることで年金受給額が減少することとなる。 

適格退職年金は、企業年金等へ移行可能であることを前提に廃止が決

められたことに鑑みると、事業主が存在しない等の理由によって企業年

金等に移行することができない適格退職年金については、廃止期限後も

税の優遇措置を継続することにより、受給権の保護が図られ、安定した

老後の所得確保が図ることができる。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 当該要望が実現した場合、上記受給者すべてが税制優遇措置の対象とな

り、不利益は回避される。 

 

《適用者数》 

平成 23 年６月末：172 件（762 人） 

平成 24 年：     143 件（632 人） （推計） 

平成 25 年：     130 件（575 人） （推計） 

平成 26 年：     116 件（515 人） （推計） 

 

※平成 27 年以降の適用者数については、別添のとおり。 

※平成 23 年６月末時点の適用者数に残存率（生命保険協会推定）を乗じ算

出。 

※残存率計算方法 

○確定年金 

支払期間が確定しているため、支払終了年月にて計算。 

（例：10 年確定年金…年金受給開始から 10 年後に支払終了として計算）

○保証期間付終身年金 

各年金受給者の年齢に応じた平均余命と保証期間のうち長い方を支払

終了年月として計算。 

○保証期間付有期年金 

残存有期期間と平均余命を比較し、短い方を支払終了年月として計算。 

○保証期間付ＸＸ年年金等 

各年金受給者の年齢に応じた平均余命と残存ＸＸ年を比較して短い方を

支払終了年月として計算。 

※平均余命を用いる際の年齢は、H23 年 6月末時点の年齢（男性を前提）を使

用。 

※平均余命は、所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）別表 余命年
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数表を使用。 

 

② 減収額 《減収見込み額》 

平成23年度6月末時点：65百万円（国税：39百万円、地方税：26百万円） 

平成24年度：       54百万円（国税：32百万円、地方税：22百万円） 

平成25年度：       49百万円（国税：29百万円、地方税：20百万円） 

平成26年度：       44百万円（国税：26百万円、地方税：18百万円） 

平成27年度：       39百万円（国税：23百万円、地方税：16百万円） 

 

※平成 28 年度以降の減収見込み額については、別添のとおり。 

※平成 23 年６月末時点の減収見込み額に残存率（生命保険協会推定）を乗じ

算出。なお、年度毎の減収見込み額に関しては、運用時における年金資

産が各年度の経済情勢によって大きく変化することから、変動があり

うる。 

 

《算出方法》 

○運用時 

 廃止期限後に、運用時において、課税された場合と非課税とされた場合を比

較し、減収見込み額を算出。 

  資産額 ×    1％ × 残存率 ＝ 減収見込み額（国税） 

  資産額 × 0.173％ × 残存率 ＝ 減収見込み額（地方税） 

※事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない閉鎖

型適格退職年金に係る資産額は、2,821 百万円。（平成 24 年度６月末時点）

※運用時において、特別法人税（国税：１％、地方税：0.173%）を参考に、同率 

の課税がなされると仮定。 

 

○給付時 

  廃止期限後において、公的年金等控除の対象とならない場合（要望が実現

しない場合）と公的年金等控除の対象となる場合（要望が実現した場合）を比

較し、減収見込み額を算出。 

※対象者はすべて 65 歳以上であり、所得はすべて国民年金によるものと仮

定。 

※国民年金の老齢年金受給者の平均年金年額は 65 万 2,908 円とする。（平成

23 年 5 月末の平均年金月額：5 万 4,409 円（「厚生年金保険・国民年金事業

状況」より））。 

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：｢平成２３年４月～対象となる「事業

主が存在しない等のために企業年金等に移行できない適格退職年金」の受給

者が存在しなくなるまでの期間。｣） 

適格退職年金は、廃止決定の当初（平成 14 年３月末）には約 74,000

件（加入者：約 917 万人、受給者：約 51 万人）であったが、平成 22 年

度末現在では約 11,000 件（加入者：約 126 万人、受給者：約 14 万人）

まで減少し、残った契約のうち約９割が今後の方針を決めており、これ

までに 99％が移行等を完了又は今後の方針を決定しており、平成 23 年度

末にその期限を迎える。 

廃止期限まで残り１年を切った中、廃止期限後の適格退職年金の税制

上の取扱いを明確化することで、適格退職年金から企業年金等への移行

を一層促進することができる。 
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また、事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行が不可

能である適格退職年金については、何も措置を講じなければ、廃止期限

後には税優遇がなくなることで年金受給額が減少することとなり、老後

生活が不安定となる。 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：｢平成２

３年４月～対象となる「事業主が存在しない等のために企業年金等に移行でき

ない適格退職年金」の受給者が存在しなくなるまでの期間。｣） 

 事業主が存在しない等のために企業年金等に移行できない適格退職年金

の受給者全てを、廃止期限後も廃止期限前と同じ税の優遇措置を継続するこ

とで不利益を回避し、受給者の老後生活を安定させることができる。 

 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：｢平成２３年４月～対象となる「事業主が存在しない等のために企業年

金等に移行できない適格退職年金」の受給者が存在しなくなるまでの期間。｣）

 事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職

年金の受給者について、廃止期限後に公的年金等控除・退職年金所得控除

等が受けられなくなり、年金受給額が少なくなり、老後生活が不安定となる。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２３年４月～｢平

成２３年４月～対象となる「事業主が存在しない等のために企業年金等に移行

できない適格退職年金」の受給者が存在しなくなるまでの期間。｣） 

 事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職

年金の受給者について、廃止期限前と同様の給付を図ることができる。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

適格退職年金が廃止されるため、同様の措置を講ずるものであり、適

用の範囲は限定的であり、税の優遇措置をすることが妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

適格退職年金が廃止されるため、同様の措置を講ずるものであり、適

用の範囲は限定的であり、税の優遇措置をすることが妥当である。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

住民の老後の所得保障の充実及び財産形成の促進により住民の現役期間

中及び老後における生活の安定は地方公共団体においても重要であり、地方

公共団体においても協力することが相当である。 

10 有識者の見解 
― 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
― 

 

 



別紙 

事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職年金について 

 

暦年 
残存率 

（単位：％） 
適用件数 

適用者数 

（単位：人） 

減収見込み額（単位：百万円） 

計 国税 地方税 

平成 23 年（6 月末時点） 100 172 762 64.9 38.6 26.3 

平成 23 年（6/30-12/31） 94.0 162 717 61.0 36.3 24.8 

平成 24 年 82.9 143 632 53.8 32.0 21.8 

平成 25 年 75.4 130 575 48.9 29.1 19.9 

平成 26 年 67.6 116 515 43.9 26.1 17.8 

平成 27 年 59.4 102 453 38.6 22.9 15.6 

平成 28 年 52.5 90 400 34.1 20.3 13.8 

平成 29 年 43.3 74 330 28.1 16.7 11.4 

平成 30 年 34.1 59 260 22.2 13.2 9.0 

平成 31 年 24.3 42 185 15.8 9.4 6.4 

平成 32 年 20.6 35 157 13.4 8.0 5.4 

平成 33 年 15.5 27 118 10.0 6.0 4.1 

平成 34 年 13.6 23 104 8.8 5.3 3.6 

平成 35 年 8.9 15 68 5.8 3.4 2.3 

平成 36 年 7.0 12 53 4.6 2.7 1.8 

平成 37 年 5.0 9 38 3.3 1.9 1.3 

平成 38 年 4.6 8 35 3.0 1.8 1.2 

平成 39 年 3.7 6 28 2.4 1.4 1.0 

平成 40 年 1.1 2 8 0.7 0.4 0.3 

平成 41 年 0.7 1 5 0.4 0.3 0.2 

平成 42 年 0.5 1 4 0.3 0.2 0.1 

平成 43 年 0.1 0 1 0.1 0.1 0.0 

平成 44 年 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 

 
※暦年は、注釈のない限り１月から 12 月の統計。 
※平成 23 年６月末時点の適用件数等に残存率（生命保険協会推定）を乗じ算出。 
※年度毎の減収見込み額に関しては、運用時における年金資産が各年度の経済情勢によって大きく変化するこ
とから、変動がありうる。 

※残存率計算方法 
  ○確定年金 
    支払期間が確定しているため、支払終了年月にて計算。 
   （例：10 年確定年金…年金受給開始から 10 年後に支払終了として計算） 
  ○保証期間付終身年金 
    各年金受給者の年齢に応じた平均余命と保証期間のうち長い方を支払終了年月として計算。 
  ○保証期間付有期年金 
    残存有期期間と平均余命を比較し、短い方を支払終了年月として計算。 
  ○保証期間付××年年金等 
    各年金受給者の年齢に応じた平均余命と残存××年を比較して短い方を支払終了年月として計算。 
※平均余命を用いる際の年齢は、平成 23 年６月末時点の年齢（男性を前提）を使用。 
※平均余命は、所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）別表 余命年数表を使用。 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用

期限の延長  （国税１８）（法人税：義） 

2 要望の内容 生活衛生同業組合(出資組合に限る。)及び生活衛生同業小組合が策定

する振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限を平

成２５年度末までの２年間延長する。 

3 担当部局 健康局生活衛生課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

 
創設年度 昭和５５年 

期限切れごとに延長要望（直近は平成２３年度） 

 

6 適用又は延長期間 平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで 
（平成２４年度～平成２５年度） 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

生活衛生同業組合等は、国民の日常生活に極めて深い関係のある生活

衛生関係の営業について、営業者が自主的に衛生措置の基準を遵守し、

及び衛生施設の改善向上を図るための組織であり、営業者の営業の振興

の計画的推進、経営の健全化等を目的としている。 

生活衛生同業組合等は、厚生労働大臣が定める各業種ごとの営業の振

興に関する指針（振興指針）に基づき、営業者の営業の振興に必要な事

業（振興事業）に関する計画（振興計画）を作成し、厚生労働大臣の認

定を受けることができる。本税制は、生活衛生同業組合等が振興事業と

して共同利用施設事業を行う場合につき、税制上の特別措置を設けるこ

とにより、零細な営業者が大半を占める生活衛生営業者の協業化等によ

る合理化、省力化等を推進し、生産性を向上させ、もって営業者の経営

基盤の強化を図るものである。 

 

《政策目的の根拠》 

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第５６条の５ 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 
基本目標Ⅳ   地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実

現する 
施策大目標４  衛生的で安心・快適な生活環境を確保す 

る 
施策中目標５  生活衛生の向上・推進を図る 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

生活衛生同業組合等について、共同利用施設数の増加を通じて経営基

盤の強化を図る。ただし、ひとつの指標として、今後、生活衛生関係営

業の業況 DI がプラスに転じることが必要である。 

（別添） 
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《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

租税特別措置適用設備数 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

生衛業は国民生活と極めて密着し(全産業５８９万事業所のうち１９．
５％、全従業者５，８４４万人のうち１１．４％)、我が国経済の基盤か
つ雇用面でも大きな役割を担うほか、生活弱者である高齢者、子育て・
共働き世帯の生活を支える役割など多面的機能を含み、地域のセーフテ
ィネットとしての役割を果たしている。 

一方、その大半が経営基盤が脆弱な中小零細事業者であるところ、規
制緩和の流れの中で、零細な生活衛生関係営業者がチェーンストアをは
じめとする大企業との熾烈な競争に生き残るためには、協業化等により
合理化及び省力化を進め、生産性の一層の向上を図るとともに労働環境
の改善及び福利厚生の充実等を強力に推進する必要がある。 

現在の生活衛生関係営業の業況判断 DI（▲52.6＝株式会社日本政策金
融公庫「生活衛生関係営業の景気動向等調査」平成 23 年 1-3 月期）は低
調で、経営状況の悪化が懸念されている。さらに、震災によるマインド
の萎縮、規制緩和や資材価格高騰を背景とした国内民需の減速等により
中小企業及び各種組合を取り巻く状況は依然として厳しい。 

このため、零細な事業者の設備投資(共同利用施設取得)に係る負担を
軽減し、生活衛生関係営業者の経営基盤の強化を図るため、引き続き本
制度を措置する必要がある。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 （対象施設数）   
 

２０年度      ０         

２１年度      ０                    

２２年度      ２                    
 
共同利用施設の取得のためには相当の費用を必要とするが、生活衛生

関係営業者は中小零細事業者で、事業収益の低迷やデフレの影響、円高
による成長モメンタムの低下・国内民需の減速により、設備投資(共同利
用施設取得)意欲が弱含みであったが、中小企業にとっては、生産性の向
上、経営コスト低減等のために事業の共同化・協業化を図る必要がある
とともに、東日本大震災の発生を受けて、復旧等の必要が高まりや、被
災していない地域にあっても、耐震改修等への意識が高まっており、今
後は各業種において共同利用施設の取得が確実に見込まれるところであ
る。 

 

② 減収額  (減収額) 

２１年度      0                    

２２年度      0.2 百万円                   

２３年度(推計)   1.9 百万円 

２４年度(推計)   6.0 百万円                   

※いずれも(社)全国生活衛生同業組合中央会調べによる 
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③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：創設時～平成 26 年 3 月） 
財政政策の緊縮スタンスや資材価格高騰、消費者の節約志向、円高に

よる成長モメンタムの低下などにより中小零細事業者にとって国内マー
ケットは厳しい経営環境にあり、先行きの不透明感から必要最低限の設
備投資しか行わない状況に陥りやすい中、本税制の特例措置による設備
投資の促進により、営業施設の衛生水準の向上、経営基盤の強化に寄与
している。 

しかし、共同利用施設の取得のためには相当の費用を要するため、設
備投資(共同利用施設取得)意欲が弱含みであり、ここ数年は投資を見合
わせざるを得ない状況にあったが、震災復興について、「絆」(支え合い)
で危機を乗り切る観点から、クリーニング業において被災営業者が共同
で洗濯物の処理を行うクリーニング所の設置や理容業・美容業において
共同の理容室・美容室の設置、麺類飲食業において共同の営業施設を設
置し、被災者支援をする取り組みが進んでおり、これら組合に対して本
措置を適用することで、政策目的の実現を図っていく。 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：創

設時～平成 26 年 3 月） 
本税制措置を活用した共同利用施設の取得の促進により、国民生

活の基盤であり、地域経済の柱である生活衛生関係営業の経営基盤の安
定・強化が図られ、企業収益の改善、国内民間需要の回復、雇用情勢の
改善に寄与してきた。 

また、震災復興について、「絆」(支え合い)で危機を乗り切る観点から、
クリーニング業において被災営業者が共同で洗濯物の処理を行うクリー
ニング所の設置や理容業・美容業において共同の理容室・美容室の設置、
麺類飲食業において共同の営業施設を設置し、被災者支援をする取り組
みが進んでおり、これら組合に対して本措置を適用することで、本措置
適用組合の事業支援を通じた営業者の経営基盤の強化を後押しする。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析

対象期間：創設時～平成 26 年 3 月） 

 国民生活の基盤であり、地域経済の柱である生活衛生関係営業の設備

投資(共同利用施設の取得)が行えなかった場合、経営基盤の不安定を

招き、企業収益の悪化、国内民間需要の後退、雇用情勢悪化の負のスパ

イラルを招くおそれがある。また、震災復興の足かせの懸念があるほか、

少子高齢化、子育て・共働き世帯の増による社会的孤立の懸念への対応

や節電・非常用需要に対応する共同蓄電設備の導入など、経済・社会的

に必要なニーズに則することができなくなる。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：創設時～平成 26

年 3 月） 
本税制措置を活用した共同利用施設の取得の促進により、国民生

活の基盤であり、地域経済の柱である生活衛生関係営業の経営基盤の安
定・強化が図られ、企業収益の改善、国内民間需要の回復や雇用情勢の
改善に寄与している。今後も、本措置活用により、組合の事業支援を通
じた営業者の経営基盤の強化（税収の増大）に寄与。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

生衛業は国民生活と極めて密着し(全産業５８９万事業所のうち１９．

５％、全従業者５，８４４万人のうち１１．４％)、我が国経済の基盤か

つ雇用面でも大きな役割を担うほか、生活弱者である高齢者、子育て・

共働き世帯の生活を支える役割など多面的機能を含み、地域のセーフテ

ィネットとしての役割を果たしているが、その営業の大半の経営基盤が
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脆弱であることに鑑みれば、中小零細事業者対策という視点は特に重要

である。 

共同利用施設の特別償却制度は、高度な経営技術を持つ大企業の参入

による価格競争に伴う深刻な影響や経営悪化など経済構造の変化に対応

し、生衛業の経営の安定と消費者利益の擁護を図るため、昭和５４年の

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正により条文化

され、昭和５５年に創設されたものであるが、今日においても、大規模

な量販店やチェーンストアの増加が相次ぐなど生衛業を取り巻く環境は

総じて厳しいことから、引き続き政策税制としての役割を維持していく

ことは妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

類似する他の支援措置は存在しない。 
 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解 『生活衛生関係営業の振興に関する検討会第３次報告書(平成 23 年 7

月 28 日とりまとめ公表) 』において、 

（１）東日本大震災を踏まえ、クリーニング業、理容業、美容業、飲

食店(めん類)などで組合が主導して事業を実施する計画も進んでい

ること、節電行動の徹底の観点から、節電・非常用需要に対応する

共同蓄電設備の導入が求められていることなど、これら新しい必要

性にも対応できる特別償却制度とすることが必要なこと 

（２）生活弱者である高齢者、子育て・共働き世帯の生活を支える役

割など多面的機能を含み、地域のセーフティネットとしての役割を

果たしていること、営業の大半の経営基盤が脆弱であることに鑑み、

中小零細事業者対策という視点が重要である 

とされ、これら報告の提言や改革の方向性を踏まえ、平成２４年度

税制改正大綱において、適切に対応するよう指摘されている。 

また、平成 23 年 7 月に、「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会」が

開催され、『生活衛生関係営業の節電行動の徹底を図るための基本的な考

え方(平成 23 年 8 月 2 日答申)』において、節電つながる共同工場や共同

営業施設、共同蓄電設備などの共同利用施設の設置が可能な場合には、

積極的に活用するよう指摘されている。 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２２年８月 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

確定給付企業年金の損金算入の対象となる掛金の範囲の拡大 

（国税 12）（法人税：義） 

（地方税 12）（法人住民税：義 事業税：義） 

2 要望の内容 確定給付企業年金を実施している事業主について、損金算入可能な掛金
の範囲に、翌年度の予算上見込んだ積立不足を償却するための掛金（特例掛
金）を追加する。 

3 担当部局 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

― 

 

6 適用又は延長期間 平成２４年４月以降 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

運用環境の変動が激しく、迅速な財政安定化に向けた対応が企業年金存

続のためにも必要であるが、確定給付企業年金において現在認められている

掛金だけでは迅速な対応が難しく、翌年度の予算上見込んだ積立不足を償却

するための掛金（特例掛金）の導入により、より迅速な掛金の対応が可能とな

る。 

《政策目的の根拠》 

確定給付企業年金法 

（掛金） 

第五十五条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約

で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなけれ

ばならない。 

２ 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、

前項の掛金の一部を負担することができる。 

３ 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。 

４ 前項に規定する掛金の額は、次の要件を満たすものでなければ

ならない。 

一 加入者のうち特定の者につき、不当に差別的なものであって

はならないこと。 

二 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合

理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定される

ものであること。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

基本目標Ⅳ 地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する 

施策大目標６ 「消えた年金」問題の対応に注力し、年金制度に対する信頼を

回復するとともに、年金制度改革の道筋をつける等により、高齢

者の所得保障の充実を図る 

施策中目標３ 企業年金等の健全な育成を図ること 

施策中目標４ 企業年金等の適正な運営を図ること 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 
基金型確定給付企業年金について、予算において生じることが予め見込ま

れる積立不足について、当該不足が生じる年度における掛金拠出を可能と
し、迅速に掛金対応することで、運用環境の変動が激しい中にあって、確定給
付企業年金の財政安定化を図る。 

（別添） 
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《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

・予算時の特例掛金の対象となる基金型確定給付企業年金基金数 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

基金型確定給付企業年金について、予算において生じることが予め見込ま

れる積立不足について、当該不足が生じる年度における掛金拠出を可能と

し、迅速に掛金対応することで、運用環境の変動が激しい中にあって、確定給

付企業年金の財政安定化を図ることが可能となる。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 《基金数》 

平成 23 年度９月１日現在：611 基金 

平成 24 年度末：     611 基金 （推計） 

平成 25 年度末：     611 基金 （推計） 

平成 26 年度末：     611 基金 （推計） 

平成 27 年度末：     611 基金 （推計） 

 

※平成 18 年度末～平成 22 年度末時点の基金数はほぼ横ばいで平均して

611 基金となっており、この傾向が維持されるとして推計。 

  平成 18 年度末：     605 基金 

  平成 19 年度末：     619 基金  

  平成 20 年度末：     611 基金  

  平成 21 年度末：     610 基金 

  平成 22 年度末：     613 基金 

 

② 減収額 《減収見込み額》 

平成24年度：347百万円（国税：259百万円、地方税：88百万円） 

平成25年度：347百万円（国税：259百万円、地方税：88百万円） 

平成26年度：347百万円（国税：259百万円、地方税：88百万円） 

平成27年度：347百万円（国税：259百万円、地方税：88百万円） 

 

なお、年度毎の減収見込み額に関しては、積立不足額は各年度の経済
情勢によって大きく変化することから、変動がありうる。 

 

《算出方法》 

 厚生年金基金の特例掛金拠出実績（平成 21 年度）を基に、3%の基金が予算

上見込む当年度不足金の額について特例掛金として拠出するとし、法人税率

30％、法人住民税率 17.3％、事業税率 5％として減収見込み額を算出。 

（事業税について損金算入しないとする。） 

 当年度不足金額 × 0.3 × 適用基金数 ＝ 減収見込み額（国税） 

 当年度不足金額 × （0.3×0.173＋0.05） × 適用基金数 ＝ 減収見込

み額（地方税） 

 

 ※当年度不足金額：掛金収入を上限として平成 18 年度～平成 21 年度の基

金当たり当年度不足金額の平均額を用いる。 

   ＜１基金当たり当年度不足金額＞ 

    平成18年度：      4百万円 

    平成19年度：    280百万円 

    平成20年度：    263百万円 

    平成21年度：  △354百万円 
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平均額：        48百万円 

  

※適用基金数＝611×3％＝18 基金 

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》 

基金型確定給付企業年金について、予算において生じることが予め見込ま

れる積立不足について、当該不足が生じる年度における掛金拠出を可能と

し、迅速に掛金対応することで、運用環境の変動が激しい中にあって、確定給

付企業年金の財政安定化を図ることが可能となる。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》 

基金型確定給付企業年金について、予算において生じることが予め見込ま

れる積立不足について、当該不足が生じる年度における掛金拠出を可能と

し、迅速に掛金対応することで、運用環境の変動が激しい中にあって、確定給

付企業年金の財政安定化を図ることが可能となる。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》 

基金型確定給付企業年金について、予算において生じることが予め見込ま

れる積立不足について、当該不足が生じる年度における掛金拠出を可能と

し、迅速に掛金対応することで、運用環境の変動が激しい中にあって、確定給

付企業年金の財政安定化を図ることができなくなる。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

基金型確定給付企業年金について、予算において生じることが予め見込ま

れる積立不足について、当該不足が生じる年度における掛金拠出を可能と

し、迅速に掛金対応することで、運用環境の変動が激しい中にあって、確定給

付企業年金の財政安定化を図ることが可能となる。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

確定給付企業年金において積立不足が生じた場合は掛金を追加拠出する

必要があるが、今回の措置により、積立不足に対してより迅速な掛金対応を

可能とするものであり、税の優遇措置をすることが妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 

－ 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

確定給付企業年金において積立不足が生じた場合は掛金を追加拠出する

必要があるが、今回の措置により、積立不足に対してより迅速な掛金対応を

可能とするものであり、確定給付企業年金の財政安定化を図ることにより、住

民の老後の所得保障の充実及び財産形成の促進により住民の現役期間中及

び老後における生活の安定は地方公共団体においても重要であり、地方公共

団体においても協力することが相当である。 

10 有識者の見解 
― 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
― 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長 

（国税１９）（所得税：外、法人税：義） 

2 要望の内容 クリーニング事業者による活性炭吸着回収装置を含むドライク

リーニング機の取得に係る特別償却制度の適用期限を、平成２５年

度末まで２年間延長する。 

3 担当部局 健康局生活衛生課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

創設年度 平成５年 

平成  ９年度税制改正 ２年間延長 

平成１１年度税制改正 ２年間延長 

平成１３年度税制改正 １年間延長 

平成１４年度税制改正 ２年間延長 

平成１６年度税制改正 ２年間延長 

平成１８年度税制改正 １年間延長 

平成１９年度税制改正 ２年間延長 

平成２１年度税制改正 ２年間延長 

平成２３年度税制改正 １年間延長 

6 適用又は延長期間 平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで 
（平成２４年度～平成２５年度） 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

クリーニング業について、環境面から望ましい活性炭吸着回収装
置を含むドライクリーニング機の導入(買替えを含む)促進を図り、
もって公害防止対策の円滑な推進を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

大気汚染防止法附則第９条、大気汚染防止法施行令附則第３項、

水質汚濁防止法施行令第２条、化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律施行令第１条の２ 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 
基本目標Ⅳ   地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実

現する 
施策大目標４  衛生的で安心・快適な生活環境を確保す 

る 
施策中目標５  生活衛生の向上・推進を図る 
 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

健康被害及び環境保全の防止のため、全てのドライクリーニング

機における活性炭吸着回収装置導入の促進が必要不可欠  

（別添） 
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《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 
活性炭吸着回収装置備を含むドライクリーニング機導入台数 

 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

クリーニング業はテトラクロロエチレン排出量の大部分を占めてお
り、排出抑制基準を超過する濃度が依然として測定されている（厚生労
働省調査＝「ドライクリーニング溶剤の使用管理状況等に関する調査」
による）。 

健康被害及び環境保全の防止の観点から、活性炭吸着回収装置備を

含むドライクリーニング機の導入を促進していくことが必要である

が、クリーニング業者の大部分は経営基盤が脆弱な小規模零細事業者で

あり、公害への対策等直接的に利益に結びつかない設備投資(活性炭吸

着回収装置備を含むドライクリーニング機の取得)については消極的

になりがちであることから、租税特別措置法の特例措置により政策的に

インセンティブを講じることで公害防止用設備の取得を促進することが

可能となる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 
○活性炭吸着回収装置を含むドライクリーニング機 

        （取得台数）  (設備取得合計額） 

 平成 21 年度     95        148,485 万円 

 平成 22 年度     54         84,402 万円 

 

※取得台数は 日本産業機械工業会業務用洗濯機械部会クリーニング機

械出荷統計による 

※設備取得合計額は日本産業機械工業会業務用洗濯機械部会クリーニ

ング機械出荷統計より推計 

   

② 減収額  (減収額) 
 

２３年度(推計)   608 万円 

２４年度(推計)   608 万円 

※いずれも日本産業機械工業会業務用洗濯機械部会機械出荷統計 

により推計 

※平成２３年度税制改正において対象設備を大きく見直したた
め、２３年度以降の減収額を記載              

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：創設時～平成 26 年 3 月） 
原材料価格の高騰、コインランドリーの普及等によるクリーニ

ング支出の減少、円高による国内民需の減速、新素材の開発・普
及等、衣類の多様化に伴うクリーニング事故に対する苦情の
増加、大規模企業による取次チェーン店の展開や無店舗型取
次サービスといった新しい営業形態を採る企業の参入等によ
る 過 当 競 争 の 激 化 などにより中小零細のクリーニング営業者にとっ
て国内市場は依然として厳しい経営環境にあり、先行きの不透明感から
必要最低限の設備投資しか行わない状況に陥りやすい中、本税制の特例
措置による設備投資の促進により、環境基準を満たす施設数の増加に寄
与している。 
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《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：創設時

～平成 26 年 3 月） 
中小零細のクリーニング営業者にとって依然として厳しい経営環境が

続き、先行きの不透明感から必要最低限の設備更新・改修しか行わない
状況に陥りやすい中、本税制措置により設備投資(活性炭吸着回収装置
を含むドライクリーニング機の取得)が行われている。今後も引き続
き環境対策に取り組むクリーニング営業者に本措置を適用すること
で、環境面から望ましいドライクリーニング機導入の後押しをする。

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：創設時～平成 26 年 3 月） 

 テトラクロロエチレンの排出量の大半を占めるクリーニング業の設備

投資(活性炭吸着回収装置備を含むドライクリーニング機の取得)が

行えなかった場合、健康被害及び環境汚染を見過ごすこととなり、国民

の健康保護及び生活環境の保全に重大な被害を招くおそれがある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：創設時～平成 26 年 3

月） 
テトラクロロエチレンについては危険有害性(蒸気を吸入すると急性

中毒を起こすほか、哺乳動物に対する発がん性を有している)があるた
め、健康被害及び環境保全の防止の観点から、全てのドライクリーニン
グ機に活性炭吸着式回収装置の導入を促進していくことが必要である
が、クリーニング業者の大部分は経営基盤が脆弱な小規模零細事業者で
あり、公害への対策等直接的に利益に結びつかない設備投資(活性炭吸着
回収装置の取得)については消極的になりがちであることから、租税特別
措置法の特例措置により政策的にインセンティブを講じることで公害防
止用設備の取得を促進することが可能となり、環境基準を満たす施設数
の増加に寄与する。今後も、本措置活用により、公害防止用設備の取得
を通じた負の外部性（健康被害・環境汚染）の解消に寄与。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

クリーニング業は国民生活と極めて密着し、我が国経済の基盤かつ雇
用面でも大きな役割を担うほか、生活弱者である高齢者、子育て・共働
き世帯の生活を支える役割など多面的機能を含み、地域のセーフティネ
ットとしての役割を果たしている。 

一方、その営業の大半の経営基盤が脆弱であり、健康被害や環境汚染
といった外部不経済への対策など、直接的に利益に結びつかない設備投
資(活性炭吸着回収装置を含むドライクリーニング機の取得)に関す
る資金的余力がない状況にある。 

したがって、引き続き本政策税制により政策的にインセンティブを講
じることで公害防止用設備の取得を促進することは妥当である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

類似する他の支援措置は存在しない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解 － 
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11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２２年８月 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長 

（地方税２０）（固定資産税：外）  

2 要望の内容  公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(固定資産税

の課税標準を１/３に軽減)について、対象設備を下記の内容に見直し

た上で、その適用期限を２年延長する。 

 

 [対象設備] 

（１） テトラクロロエチレン溶剤に係る活性炭吸着回収装置

を含むドライクリーニング機 

（２） フッ素溶剤(※)に係る活性炭吸着回収装置を含むドラ

イクリーニング機 

※１，１，１，３，３－ペンタフルオロブタンを含む溶

剤 

 

3 担当部局 健康局生活衛生課 

4 評価実施時期 平成 23 年 9 月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 9 年度 創設 

平成 10,12,14 年度 延長 

平成 16 年度 延長（活性炭吸着式処理装置の特例措置が「6 分の 1 に

減額」から「3 分の 1 に減額」に変更） 

平成 18 年度 延長（地下水浄化施設の特例措置が「3 分の 1 に減額」

から「2 分の 1 に減額」に変更） 

平成 20 年度 延長 

平成 22 年度 延長（地下水浄化施設の特例措置は廃止） 

6 適用又は延長期間 平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで 
（平成２４年度～平成２５年度） 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

クリーニング業について、環境面から望ましい活性炭吸着回収装

置を含むドライクリーニング機の導入(買替えを含む)促進を図り、

もって公害防止対策の円滑な推進を図る。クリーニング業において

はドライクリーニング溶剤としてテトラクロロエチレン溶剤やフ

ッ素系溶剤が使用されているが、これら溶剤は健康被害や環境汚染

など外部不経済を引き起こすため、本政策税制により、環境面から

望ましい活性炭吸着回収装置を含むドライクリーニング機の導入

促進を図り、もって公害防止対策の円滑な推進を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

大気汚染防止法附則第９条、大気汚染防止法施行令附則第３項、

水質汚濁防止法施行令第２条、化学物質の審査及び製造等の規制に

（別添） 
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関する法律施行令第１条の２ 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 
基本目標Ⅳ   地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実

現する 
施策大目標４  衛生的で安心・快適な生活環境を確保す 

る 
施策中目標５  生活衛生の向上・推進を図る 
 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

健康被害及び環境保全の防止のため、全てのクリーニング営業者

に指定物質等回収設備を含むドライクリーニング機が導入される

よう支援する。  

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 
活性炭吸着回収装置備を含むドライクリーニング機導入台数 

 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

クリーニング業はテトラクロロエチレン排出量の大部分を占めてお
り、排出抑制基準を超過する濃度が依然として測定されている（厚生労
働省調査＝「ドライクリーニング溶剤の使用管理状況等に関する調査」
による）。 

健康被害及び環境保全の防止の観点から、活性炭吸着回収装置備を

含むドライクリーニング機の導入を促進していくことが必要である

が、クリーニング業者の大部分は経営基盤が脆弱な小規模零細事業者で

あり、公害への対策等直接的に利益に結びつかない設備投資(活性炭吸

着回収装置備を含むドライクリーニング機の取得)については消極的

になりがちであることから、租税特別措置法の特例措置により政策的に

インセンティブを講じることで公害防止用設備の取得を促進することが

可能となる。 

8 有効性

等 

① 適用数等  

【適用見込み】 

○テトラクロロエチレン溶剤に係る活性炭吸着回収装置を含むド

ライクリーニング機 

          (課税対象設置台数）    （課税対象額） 

  平成 23 年度       ４２９       １，９３９百万円 

  平成 24 年度       ３７６          １，６９３百万円 

○フッソ系溶剤に係る活性炭吸着回収装置を含むドライクリーニ

ング機 

 

          (課税対象設置台数）    （課税対象額） 

  平成 23 年度        ２７         ４５９百万円 

  平成 24 年度        ５４             ７８９百万円 

○合計 

          (課税対象設置台数）    （課税対象額） 
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  平成 23 年度       ４５６       ２，３９８百万円 

  平成 24 年度       ４３０       ２，４８２百万円 

 

※課税対象設置台数、課税対象額については全国クリーニング生活衛生

同業組合連合会調べ 

※課税対象額については、耐用年数 7 年、減価償却率 0.28 として算出 

 

② 減収額  (減収額) 
 

２４年度(推計)   23.2 百万円 

※全国クリーニング生活衛生同業組合連合会調べ        

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：創設時～平成 26 年 3 月） 
原材料価格の高騰、コインランドリーの普及等によるクリーニ

ング支出の減少、円高による国内民需の減速、新素材の開発・普
及等、衣類の多様化に伴うクリーニング事故に対する苦情の
増加、大規模企業による取次チェーン店の展開や無店舗型取
次サービスといった新しい営業形態を採る企業の参入等によ
る 過 当 競 争 の 激 化 などにより中小零細のクリーニング営業者にとっ
て国内市場は依然として厳しい経営環境にあり、先行きの不透明感から
必要最低限の設備投資しか行わない状況に陥りやすい中、本税制の特例
措置による設備投資の促進により、環境基準を満たす施設数の増加に寄
与している。今後も引き続き環境対策に取り組むクリーニング営業
者に本措置を適用することで、環境面から望ましいドライクリーニン
グ機導入の後押しをする。 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：創設時

～平成 26 年 3 月） 
中小零細のクリーニング営業者にとって依然として厳しい経営環境が

続き、先行きの不透明感から必要最低限の設備更新・改修しか行わない
状況に陥りやすい中、本税制措置により設備投資(活性炭吸着回収装置
を含むドライクリーニング機の取得)が行われている。今後も引き続
き環境対策に取り組むクリーニング営業者に本措置を適用すること
で、環境面から望ましいドライクリーニング機導入の後押しをする。

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：創設時～平成 26 年 3 月） 

 テトラクロロエチレンの排出量の大半を占めるクリーニング業の設備

投資(活性炭吸着回収装置備を含むドライクリーニング機の取得)が

行えなかった場合、健康被害及び環境汚染を見過ごすこととなり、国民

の健康保護及び生活環境の保全に重大な被害を招くおそれがある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：創設時～平成 26 年 3

月） 
テトラクロロエチレンについては危険有害性(蒸気を吸入すると急性

中毒を起こすほか、哺乳動物に対する発がん性を有している)があるた
め、健康被害及び環境保全の防止の観点から、全てのドライクリーニン
グ機に活性炭吸着式回収装置の導入を促進していくことが必要である
が、クリーニング業者の大部分は経営基盤が脆弱な小規模零細事業者で
あり、公害への対策等直接的に利益に結びつかない設備投資(活性炭吸着
回収装置の取得)については消極的になりがちであることから、租税特別
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措置法の特例措置により政策的にインセンティブを講じることで公害防
止用設備の取得を促進することが可能となり、環境基準を満たす施設数
の増加に寄与する。今後も、本措置活用により、公害防止用設備の取得
を通じた負の外部性（健康被害・環境汚染）の解消に寄与。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

クリーニング業は国民生活と極めて密着し、我が国経済の基盤かつ雇
用面でも大きな役割を担うほか、生活弱者である高齢者、子育て・共働
き世帯の生活を支える役割など多面的機能を含み、地域のセーフティネ
ットとしての役割を果たしている。 

一方、その営業の大半の経営基盤が脆弱であり、健康被害や環境汚染
といった外部不経済への対策など、直接的に利益に結びつかない設備投
資(活性炭吸着回収装置を含むドライクリーニング機の取得)に関す
る資金的余力がない状況にある。 

したがって、引き続き本政策税制により政策的にインセンティブを講
じることで公害防止用設備の取得を促進することは妥当である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

類似する他の支援措置は存在しない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解 『生活衛生関係営業の振興に関する検討会第３次報告書(平成 23 年 7

月 28 日とりまとめ公表) 』において、「公害防止用設備の特例措置につ

いては、平成 23 年度税制改正において制度の見直しが行われ、対象設備

をテトラクロロエチレン溶剤又はフッソ系溶剤を用いるドライ機とされ

た経緯があり、対象設備の取得を促すとともに、公害防止の政策効果を

実効的に及ぼすため、取得段階(国税)と整合的な軽減措置としていく必

要があり、所要の措置を講ずることが望まれる」と指摘されている。 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 22 年 8 月 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し 

（地方税３０）（固定資産税：外） 

2 要望の内容 ホテル・旅館の用に供する建物に係る固定資産評価を実態に即したもの

に新たに見直す。 

3 担当部局 健康局生活衛生課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

― 

 

6 適用又は延長期間 ― 
 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直しにより、使用実態に

即した税負担とする。 

 

《政策目的の根拠》 

ホテル・旅館は、建物等の固定資産そのものが重要な商品であること

から、顧客ニーズの変化を踏まえて、３～５年程度の周期で施設・設備

の更新を行う必要があるとともに、顧客ニーズに合致しなくなった建物

は経過年数が比較的短くても除却されるような状況にある。一方で、ホ

テル・旅館の用に供する建物に係る固定資産税に関しては、建築後、何

年経過してもその評価額が下がらない等、使用実態に即したものとなっ

ているとは言い難いことから、その評価を適正化する必要がある。 

 なお、こうした措置を講ずることにより、ホテル・旅館の適正な事業

活動が確保され、観光立国の推進にも寄与することとなる。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 
基本目標Ⅳ   地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実

現する 
施策大目標４  衛生的で安心・快適な生活環境を確保す 

る 
施策中目標５  生活衛生の向上・推進を図る 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

国内観光旅行による国民一人当たり年間宿泊数 ４泊 

国内における観光旅行消費額 ３０兆円 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 

― 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

国内観光旅行による国民一人当たり年間宿泊数 実績値：２．３１泊（平

成２１年度暫定値） 
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国内における観光旅行消費額 実績値：２３．６兆円（平成２０年度） 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 ― 

② 減収額 ― 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：） 

 

― 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：） 

 

― 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：） 

 

― 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：） 

 

― 

 

 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

実際の使用実態との乖離から生じている固定資産税の負担については、

補助金等の他の支援措置にて解消できるものではなく、使用実態に即し

た形でホテル・旅館の用に供する建物に係る固定資産評価を見直すこと

は妥当性を有する。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

― 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

― 

 

10 有識者の見解 ― 

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

― 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

中小企業投資促進税制の拡充 

（国税３１）（所得税：外、法人税：義）   

（地方税３３）（法人住民税：義、事業税：外） 

2 要望の内容 次の設備を対象設備に追加した上で、延長する。 

・器具備品のうち、度量衡器、試験機器及び測定機器 

 

3 担当部局 健康局生活衛生課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成１０年度 「総合経済対策」（平成１０年４月）に伴う措置として創設 

平成１１年度 １年間の延長及び対象設備等の拡充（普通貨物自動車：車両

総重量８㌧以上→３．５㌧以上） 

平成１２年度 １年間の延長（平成１３年５月迄の適用期間の延長） 

平成１３年度 １０ヶ月の延長（平成１４年３月迄の適用期間の延長） 

平成１４年度 ２年間の延長（平成１６年３月迄の適用期間の延長）、対象設備

（機械・装置）の取得価額の引き下げ 

平成１６年度 ２年間の延長（平成１８年３月迄の適用期間の延長）、対象設備

（器具・備品）の取得価額の引き上げ 

平成１８年度 ２年間の延長（平成２０年３月迄の適用期間の延長）、一定のソ

フトウェアの追加、器具・備品の見直し(デジタル複合機の追

加) 

平成２０年度 ２年間の延長（平成２２年３月迄の適用期間の延長） 

平成２２年度 ２年間の延長（平成２４年３月迄の適用期間の延長） 

6 適用又は延長期間 平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

（平成２４年度～平成２５年度） 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

中小企業は地域活性化の中心的役割を担い、我が国経済の国際競争力を

支える存在であるとの認識の下、我が国経済の生産性向上・成長の底上げに

不可欠な生産設備やＩＴ化への投資の加速を図り、中小企業の経済活動の活

性化を支援する。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法では、「中小企業に関する施策を総合的に推進すること」等

が定められている。また、民主党政策集 INDEX２００９では、「中小企業は我が

国経済の基盤であり、地域経済の柱のであり、雇用の大半を支える存在で

す。このような観点から、税制により、中小企業の規模に応じて、その活性化

や競争力の向上を支援することは必要です。」との記述がある。 

中小企業白書（2010 年版、閣議決定）において、中小企業投資促進税制

は、「中小企業者の設備投資を促進し、生産性の向上を図る」措置として位置

づけられている。 

新経済成長戦略２００８改訂版（閣議決定）において、「生産性向上を図るた

め」の措置として、中小企業投資促進税制が位置づけられている。 
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② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 
基本目標Ⅳ   地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実

現する 
施策大目標４  衛生的で安心・快適な生活環境を確保す 

る 
施策中目標５  生活衛生の向上・推進を図る 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

中小企業における機械装置・IT 投資等の設備投資の活発化・加速化を支援

することにより、生産性の向上及び経営の近代化・合理化を進め、多様で効率

的なサービスの提供を可能にすることにより、経済の活性化を図る。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

近年の中小企業における設備投資動向を踏まえ、下記の①～③の指標を

全て満たすことを目標とする。 

 

①設備投資対キャッシュフロー比率の向上 

 ８０％程度の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 

②設備投資実施企業割合の向上 

 ３０％以上の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 

③生産・営業用設備ＤＩ （ＤＩ＝「過剰」－「不足」） 

±５ポイント程度の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 幅広い機械装置等を対象とした設備投資一般を促進することにより、中小企

業の生産性の向上、成長力の底上げ、もって経済の活性化を図ることが出来

る。 

上記達成目標を設定することで、設備投資が活発に行われているかどう

か、一方で、過剰な設備投資が行われていないかを把握することが可能とな

り、それぞれの指標を満たすことで設備投資を通じた生産性の向上、経済の

活性化に寄与するものである。 

本税制措置非利用企業における設備投資対キャッシュフローが約４９％で

あるのに対し、利用企業は約８６％と目標の８０％を超えており、本税制措置に

よる投資拡大に寄与している。 

また、本税制措置を利用して設備を導入した企業のうち、「設備導入の決定

に際し、本税制措置が影響した」と答えた企業は約５１％であり、企業の設備

投資実施を大きく後押ししている。 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成２０年度 ４４，８１０社 

平成２１年度 ３２，３９８社 

平成２２年度 ４０，４９７社 

平成２３年度 ３９，６８７社 

平成２４年度 ３９，０７３社 

 

平成２１年度会社標本調査によると、本特例の利用中小法人は約３万１千

法人となっており、想定外に僅少ではない。 

また、ほぼすべての業種がこの税制の適用対象となっており、税制の利用

状況（中小企業庁アンケート調査）を見ても、以下の通り想定外に特定の者に

偏ってはいない。 

業種 建設業 製造業 情報通信業 サービス業 卸売業

割合（％） 12.1 34.7 9 11 17.5 



 

3 
 

業種 小売業 不動産業 飲食・宿泊業 運輸業 その他

割合（％） 16.1 4.2 6.5 26.7 12.9 
 

② 減収額 （過去５年間の減収額試算） 

平成 18 年度 2,110 億円 

平成 19 年度 2,300 億円 

平成 20 年度 2,560 億円 

平成 21 年度 2,500 億円 

平成 22 年度 1,288 億円  （出典：財務省による試算） 

（将来の推計） 

平成 23 年度 1,486 億円 

平成 24 年度 1,419 億円 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 18～22 年度） 

本税制は、一定の価格要件を課すことにより生産性の高い設備取得を促進

するものであり、実際に約三万社の中小企業に利用されている。さらに、本税

制による設備投資の押し上げ効果が 1.65 倍と測定されており、経済の生産性

向上・成長の底上げに不可欠な生産設備やＩＴ化への投資の加速に寄与して

いることが伺える。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 18

年度～22 年度） 

平成 16 年（2004 年）以降、平成 20 年（2008 年）第Ⅲ四半期まで設備投資は

堅調に推移（企業の投資性向である「設備投資対キャッシュフロー比率」も上

昇傾向で推移）。しかし、平成 20 年第Ⅳ四半期以降、世界的な金融危機を背

景とする景気の急落により、企業の収益が急激に悪化。生産の落ち込み（稼

働率の低下）により設備の過剰感が増し、設備投資を手控えする傾向が顕著

になっており、直近は若干の回復が見られるものの、未だ目標には達していな

い状況。 

 

年・期 
設備投資対キャ

ッシュフロー比率

設備投資実施企

業割合 

生産・営業用設

備判断 DI 

１８年 Ⅰ 62.2 年間 

平均値

32.1 年間 

平均値 

0 年間 

平均値Ⅱ 65.4 30.6 1 

Ⅲ 67.5 
66.6 

31 
31.3  

1 
0.5 

Ⅳ 71.3 31.3 0 

１９年 Ⅰ 75.4 年間 

平均値

30.7 年間 

平均値 

▲ 1  年間 

平均値Ⅱ 71.6 29.8 0 

Ⅲ 69.9 
71.8 

27.1 
28.3  

2 
0.5 

Ⅳ 70.3 25.4 1 

２０年 Ⅰ 71 年間 

平均値

26.3 年間 

平均値 

2 年間 

平均値Ⅱ 71.8 24.5 4 

Ⅲ 71.9 
70.8 

26.3 
25.0  

5 
5 

Ⅳ 68.4 22.9 9 

２１年 Ⅰ 64.8 年間 

平均値

19.3 年間 

平均値 

18 年間 

平均値Ⅱ 62.2 18.9 20 
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Ⅲ 55.8 
58.8 

19.3 
19.6  

19 
18.5 

Ⅳ 52.5 20.7 17 

２２年 Ⅰ 51.1 年間 

平均値

21.6 年間 

平均値 

13 年間 

平均値Ⅱ 51.1 22.4 12 

Ⅲ 55.1 
53.1 

24.9 
23.5  

9 
10.5 

Ⅳ 55.2 25.2 8 

 

 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 24 年度～25 年度） 

我が国経済は、アメリカ発の金融危機に端を発する景気後退から持ち直し

てきているが、自律的な回復といえる状況には至っていない。特に、中小企業

の業況は、その水準自体は依然として低く、厳しい状況が続いており、設備投

資を手控えする傾向が顕著となっている。このような厳しい経済情勢の中にあ

って、生産性向上のために前向きな設備投資を行う中小企業を支援するため

の施策を廃止した場合、急減した設備投資を下支えするという短期的な効果

のみならず、我が国経済の成長力を中長期的に維持していくことが出来なくな

るおそれがある。 

本税制措置による設備投資の押し上げ（下支え）効果の具体的な数値とし

て、設備投資関数分析に広く採用されている資本コストモデルを用いて租税特

別措置がなかった場合の設備投資額を推計し、実際の設備投資額との比較を

行って試算した結果、本税制措置による減収額に対して、1.65 倍の設備投資

押し上げ効果が得られるという試算がある。 

他方、近年、中国等のアジア諸国の企業の競争力向上、EU 等における環

境規制の強化、東日本大震災による原発事故や相次ぐ製品事故等に伴う品

質・性能に対する消費者の安全意識の高まり等の環境変化を受け、製品の品

質向上に資する設備の導入ニーズが高まっているところ。 

厳しい内外環境の中で、自立的な成長発展を目指す中小企業を強力に支

援するため、税制面においても、品質・生産性の向上に資する度量衡器、試験

機器及び測定機器を中小企業投資促進税制の対象として加えることにより、

中小企業の品質・生産性向上のための取り組みを強力に後押しすることが必

要。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 18～22 年度） 

 本税制措置による設備投資の押し上げ（下支え）効果の具体的な数値として

は、本税制措置による減収額に対して、1.65 倍の設備投資押し上げ効果が得

られているとの試算がある（注 1）。これをもとに、マクロ的な経済効果を試算し

た場合、設備投資増加額は 2,385 億円となり（注 2）、これによるＧＤＰ押し上げ

効果は 2,766 億円、各産業への生産誘発効果は 5,188 億円、雇用誘発効果は

36,931 人と試算される（注 3）。 

（※上記の試算は、平成 22 年度に中小企業庁から三菱 UFJ リサーチ＆コンサ

ルティング（株）への委託事業の一環として実施したもの。） 

 

（注 1） 設備投資関数分析に広く採用されている資本コストモデルを用いて租

税特別措置がなかった場合の設備投資額を推計し、実際の設備投資額との

比較を行って試算したもの。 

（注 2） 中小企業投資促進税制の減収額をベースに試算している。 
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（注 3） ＧＤＰ押し上げ効果の算出にあたっては、代表的なマクロ計量モデル

における公共投資乗数効果を用いた（複数のモデルの平均値を採用）。生産

誘発額については、ＧＤＰ押し上げ効果（金額）を産業別の中小企業投資額に

応じて産業別の最終需要増加額を推計し、これに産業連関表のレオンチェフ

逆行列係数を乗じて算出した。また、この生産誘発額に産業連関表の雇用係

数を乗じて雇用誘発効果を算出した。 

 

 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

経済全体として設備投資を手控えする傾向が顕著となっている中にあって

も、生産性向上のために前向きな設備投資を行う中小企業を支援するため、

設備投資初年度の税負担軽減による資金繰りの緩和や、特別償却（償却費

用の前倒し）による投下資金の早期回収が可能な税制措置を講じることは、急

減した設備投資を下支えするという短期的な効果のみならず、我が国経済の

成長力を中長期的に維持していく上で、必要不可欠な施策である。 

中小企業の設備投資は、その企業の資金状況や業況等により左右される

ため、最近の著しい技術革新の中で時代に即応した中小企業の機動的な投

資を促進するためには、設備投資に際して多くの選択肢を持つことが有益であ

る。よって、ほぼすべての業種で利用可能であり、対象設備も広い本税制措置

は必要不可欠である。さらに、取得価格の下限額を設定することによって設備

の近代化・生産性の向上等を後押ししている。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本税制措置は、中小企業等の幅広い機械装置等を対象とした設備投資一

般を促進することにより、中小企業の生産性の向上、成長力の底上げを図るこ

とを通じて、中小企業の経営安定を図ることを目的としているものであるが、本

税制措置と同一の目的・対象要件で交付される補助金等の予算上の措置、及

び財投による融資制度等は存在しない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本税制により中小企業の設備投資を促進することにより、中小企業の生産

性向上を通じて当該中小企業の経営基盤の安定・強化が図られ、利益の増加

により、雇用の創出や取引先の拡大など、地域の経済の活性化に資する。 

10 有識者の見解 ― 

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

― 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免

許税の特例措置の延長   （国税３２）（登録免許税：外） 

2 要望の内容 ＜制度概要＞ 

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（以下「産活法」。）

に基づく認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画、認定経営資源融

合計画、認定資源生産性革新計画に従って、会社の設立、増資等を行う場合

に登録免許税の税率を以下のとおり軽減する。 

租税特別措置法

第８０条第１項

通常の

税率

産活法

の特例
軽減率

1号 0.7% 0.35% 0.35%

2号 0.15% 0.1% 0.05%

（括弧書きの部分） 0.7% 0.35% 0.35%

3号 0.15% 0.1% 0.05%

（括弧書きの部分） 0.7% 0.35% 0.35%

土地 2.0% 1.6% 0.4%

建物 2.0% 1.6% 0.4%

2.8% 2.3% 0.5%

不動産 0.4% 0.2% 0.2%

船舶 0.4% 0.3% 0.1%

不動産 1.2% 0.2% 1.0%

船舶 2.8% 1.2% 1.6%

分割

船舶の所有権の取得

措置の内容

5号

4号（売買）
不動産の所有権の取得

合併時

分割時

（資本金が増加する場合の分割）

（資本金が増加する場合の合併）

合併

会社の設立、資本金の増加

 

＜要望の内容＞ 

産活法に基づく登録免許税の特例措置を平成 26 年 3 月 31 日まで（2

年間）延長する。 

 

3 担当部局 健康局生活衛生課 

4 評価実施時期 平成２３年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成１１年度 創設 

平成１２年度 税率の引き下げ 

平成１３年度 ２年間延長 

平成１５年度 ５年間延長 

平成１８年度 ２年間延長 

平成２０年度 ２年間延長 

平成２１年度 １年間延長、拡充 

平成２２年度 ２年間延長 

平成２３年度 一部縮減 

 

6 適用又は延長期間 平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

（平成２４年度～平成２５年度） 
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7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

我が国に存する経営資源の効率的な活用が図られる環境を整備し、企業全

体の生産性を向上させるとともに、オープン・イノベーションを推進する新たな

仕組みを構築することにより、我が国経済の新陳代謝の能力を高める。また、

構造的な資源価格の高騰に耐えうる新たな経済産業構造の構築により、我が

国の資源生産性の向上を図り、持続的・安定的な経済成長の実現を目指す。

 

 

《政策目的の根拠》 

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成１１年法律

第１３１号） 

（目的）  

第一条  この法律は、我が国経済の持続的な発展を図るためにはその生産

性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施す

る事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等を円滑

化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、株式会社産

業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための

措置、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化

するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進す

ることにより、我が国の産業活力の再生を図るとともに、我が国産業が最近に

おける国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新

に寄与することを目的とする。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 
基本目標Ⅳ   地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実

現する 
施策大目標４  衛生的で安心・快適な生活環境を確保す 

る 

施策中目標５  生活衛生の向上・推進を図る 

 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

我が国の経営資源の効率的な活用を促進し生産性の向上を実現すること

を通じて、我が国経済の活力向上及び持続的な発展を実現する。 

具体的には、本措置を活用した企業の ROE、ROA の平均値が、政策目標
（ROE、ROA：平成 22 年度値＋2％）を上回ることを目指す。 
 
また、資源生産性の向上を図り、持続的・安定的な経済成長を実現する。 

具体的には、本措置を活用した企業の資源生産性を高めるため、3 年間で

エネルギー生産性の 6％以上向上又は炭素生産性の 7％以上向上を実現

することを目指す。 

 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

認定事業者は、計画（３年以内）の終了時点において以下のいずれかの指

標について基準を達成するものとする。 

【事業再構築計画、経営資源再活用計画】 

 ROE≧2％ポイント（経営資源再活用計画では ROA） 

 有形固定資産回転率≧5％ 

 従業員一人当たり付加価値額≧6％ 

【経営資源融合計画】 
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 修正 ROA≧3％ポイント 

 有形固定資産回転率≧10％ 

 従業員一人当たり付加価値額≧12％ 

【資源生産性革新計画】 

 エネルギー生産性：+4％（平成 23 年度以降に開始する計画は+6％） 

炭素生産性：+5％（平成 23 年度以降に開始する計画は+7％） 

 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

産活法の認定を受けた企業の ROE、ROA 向上率は日本国全体の ROE、ROA

向上率と比較した場合に高く、政策目的の達成に大きく寄与している。 

 

 

8 有効性

等 

① 適用数等  
【本措置を利用した計画の認定件数】 
                                     （単位：件） 

 
15 

年度

16 

年度

17 

年度

18 

年 

19 

年度

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度

件数 72 67 57 26 21 18 24 20

※上記のうち中小企業を含む計画：101 件 

 

【将来推計】 

 
23 

年度

24 

年度

25 

年度

件数 32 30 30

 

 
【本措置を利用した企業が営む業種】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適用件数】 
                 (単位：件) 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度

件数 912 458 994 604

出所：法務省「登記統計」 

 

22 - 9 
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※不動産登記については、例えば 1 つの敷地内の土地や建物であっても

登記上は複数の登記となる場合があり、租特の適用件数はそれを反映し

ている。 

 

② 減収額 【減収額】 

                           （単位：百万円） 

 15 

年度 

16 

年度 

17 

年度 

18 

年度 

19 

年度 

軽減額 16,895 9,745 5,133 3,789 1,586 

 

 20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

軽減額 4,509 2,609 557 1,300 1,300 1,300 

※各年度の減収額は認定年度別に集計したものであるため、計画期間中の

認定計画がある年度の減収額は、今後行われる登記により増加する見込み。

 

出所：産活法に基づく提出資料 

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：創設時～平成 26 年 3 月） 

産活法を創設した平成 11 年度以降、組織再編や事業再編が促進され我が国

の ROA 及び ROE は改善してきたが、平成 20 年度はリーマンショックに端を発

する世界的な景気低迷等により大幅に下落する結果となった。 

第１７７回通常国会で成立した改正産活法の施行により、抜本的な企業再編・

事業再編をより円滑化することで、本措置を活用する企業の ROE、ROA の一

層の向上を図り、政策目的の実現を図っていく。 

 

（法人企業統計調査（財務省）） 

①総資産経常利益率（ROA）の実績 

【制度創設】平成 11 年度：2.1% → 平成 21 年度：2.2% 

②自己資本当期純利益率（ROE）の実績 

【制度創設】平成 11 年度：0.8% → 平成 21 年度：1.9% 
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《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：創設時

～平成 26 年 3 月） 

平成２３年８月現在、約９割の認定計画が目標として設定した生産性向上の基

準を達成している。 

第１７７回通常国会で成立した改正産活法の施行により、抜本的な企業再編・

事業再編に取り組む企業に対して本措置を適用することで、本措置適用企業

の更なる生産性の向上を後押しする。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：創設時～平成 26 年 3 月） 

 

分析対象期間中に産活法の認定を受けた計画のうち、８割以上が本措置を活

用しており、本措置が活用できない場合は、組織再編や事業再編を通じた経

営資源の効率的活用を図る産活法全体の政策目的を阻害することになる。 

また、現下の日本経済を取り巻く環境は、内需の減退や新興国の台頭による

影響など決して楽観視できるものではなく、我が国企業にはグローバル競争下

において競争力を有するコア事業や高付加価値事業への積極投資・事業転

換が喫緊の課題である。本措置は、合併や会社分割等の組織再編に取り組

む際のコストを軽減し、我が国企業の再編を促進・円滑化するために必要不

可欠なものであり、本措置が引き続き手当されない場合には、グローバル経済

における我が国企業の競争力低下を招くことになる。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：創設時～平成 26 年 3

月） 

これまで本措置を活用した計画のうち、約９割の計画が目標として設定した生

産性向上の基準を達成している。今後も本措置活用により、企業の生産性向

上と計画終了後の利益確保（税収の増大）に寄与。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置は、経営資源の効率的な運用を目指した戦略的な組織再編・事業再編

に加えて、新たな商品開発や生産工程の導入などの事業革新を行うものにつ

いて、その他一定の基準を満たす計画を主務大臣が認定した場合に限り、本

措置を講じている。本措置により、上記のような事業構造の変更・事業革新等

に要する費用を軽減することで、本措置の適用を受ける企業の抜本的な生産

性の向上を促すものであり、組織再編等に関する資金面での阻害要因を除去

する特例措置として妥当である。 

なお、平成２３年の産活法改正に伴い、事業再構築計画の支援対象から「資

本の相当程度の増加（単純増資）」が除かれており、本措置の適用対象の見

直し（縮減）を行ったところ。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 類似する他の支援措置は存在しない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 
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10 有識者の見解  

－ 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２２年８月 
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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

社会保険診療報酬の所得計算の特例 

2 租税特別措置等の内容 医業若しくは歯科医業を営む個人又は医療法人が、社会保険診療につき、支

払いを受けるべき金額を有する場合であって、その金額が 5，000 万円以下で

あるときは、当該事業年度の所得金額の計算上、その社会保険診療に係る費

用として、支払いを受けるべき金額については、次の金額の区分に応じる率を

乗じて計算した金額の合計額を必要経費損金に算入することを認めるもので

ある。 

 

 収入金額                     控除率 

  2,500 万円以下の部分              ７２％ 

  2,500 万円超 3,000 万円以下の部分      ７０％ 

  3,000 万円超 4,000 万円以下の部分      ６２％ 

  4,000 万円超 5,000 万円以下の部分      ５７％  

3 担当部局 厚生労働省 医政局 総務課 歯科保健課 

4 評価実施時期 平成 23 年 9 月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 29 年創設 

昭和 54 年見直し 

（一律 72％としてした控除率を社会保険診療に係る所得別に見直し） 

昭和 63 年見直し 

（5,000 万円を超える医業等事業所得者及び医療法人の特例撤廃） 

6 適用期間 期限なし 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

個人又は医療法人の経営の安定化を図り、良質かつ適切な医療を効率的に

提供する体制の確保を図る。 

 

 

《政策目的の根拠》 

医療法 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

基本目標Ⅳ 地域で健康に長寿を迎えられる社会を実現する 
施策大目標１ 医療サービスを安定的に供給する 
施策中目標１ 安定的な医療提供体制を構築する 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

小規模医療機関の事務処理の負担を軽減する。 

 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本特例措置の適用によって、事務処理の負担が軽減された医療機関の割合 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

小規模医療機関の事務処理の負担が軽減された結果、経営の安定化がはか
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られるとともに、煩雑な事務処理に時間を割かなくて済むので、医業に専念で

きる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 27,696 件 「平成 21 年財務統計から見た法人企業の実態」（国税庁）から推計

② 減収額 245 億円 

租税特別措置法の規定による増減収額試算 

（平成 23 年 7 月参議院・予算委員会資料）より 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成１７年～平成２２年） 

医科において、社会保険診療報酬が 5,000 万円以下の個人立医療機関の適

用率は、約半数（平成 20 年 48.2％/平成 22 年 56.9％）となっており、当該措置

が適用され得る医療機関の全体数から見て僅少や偏りが無く当該措置が使

われ、適用機関において事務処理負担が軽減されていると言える。 

※日本医師会調査に基づく 

 

歯科において、社会保険診療報酬が 5,000 万円以下の割合は全会員の 78％

であり、個人立医療機関の適用率は約４割（平成 17 年 42.6％）となっており、

当該措置が適用され得る医療機関の全体数から見て僅少や偏りが無く当該

措置が使われ、適用機関において事務処理負担が軽減されていると言える。 

※日本歯科医師会調査に基づく 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成１

７年～平成２２年） 

当該措置の適用によって、事務処理の負担が軽減された医療機関の割合は、

平成 20 年では 48.2％であったものが平成 22 年では 56.9％となっており、特に

白色申告者における利用割合は平成 20 年の85.2％から平成 22年では92.0％

となり、高い水準で増加傾向にある。 

※日本医師会調査に基づく 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２０年） 

特例対象者をその年の社会診療報酬が 5,000 万円以下の者に限るなど制度

の適正化を行っており、広く地域医療を担当し、日夜近隣住民の健康維持に

努めている小規模医療機関に対して重点的に措置することにより、その経営

の安定を図り、地域医療やその担い手の確保に資するものとなっている。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

地域医療の推進のため、小規模医療機関の事務処理の負担を軽減すること

で、小規模医療機関が医業に専念できる環境を維持するには、社会保険診療

報酬が 5,000 万円以下の者に限り概算経費率の利用を認める本措置が妥当

である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

― 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

― 
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10 有識者の見解 ― 

 

 

11 評価結果の反映の方向

性 

当該措置の適用によって事務の負担が軽減された医療機関の割合は 50％を

超えていることから、当該措置が小規模医療機関に対し医業に専念できる環

境に寄与していることがわかる。国民に良質かつ適切な医療を効率的に提供

する体制を維持し続けるためには、当該措置の存続が必要。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

― 
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